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一　

は
じ
め
に

日
本
の
法
制
度
・
裁
判
制
度
の
近
代
化
は
、
す
な
わ
ち
そ
の
西
洋
化
で
あ
っ
た
。
御
雇
い
外
国
人
と
西
洋
法
の
知
識
を
携
え
た
日
本
人

に
よ
っ
て
こ
の
近
代
化
・
西
洋
化
が
推
し
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
た
だ
闇
雲
に
欧
米
の
法
律
を
日
本

語
に
翻
訳
し
、
拙
速
に
そ
れ
を
施
行
し
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い）1
（

。
制
度
の
意
義
と
現
実
の
実
行
可
能
性
を
検
討
し
た
う
え
で
取

捨
選
択
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
陪
審
制
度
は
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
あ
っ
た
。
あ
る
い
は
、
む
し
ろ
特
異
な
例
で
あ
る
と
い
っ
た
方

が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
陪
審
制
度
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
比
較
的
好
意
的
に
紹
介
さ
れ
た
が
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
起
草
し

た
明
治
一
三
（
一
八
八
〇
）
年
の
治
罪
法
で
は
、
陪
審
制
度
だ
け
が
草
案
か
ら
削
除
さ
れ
、
よ
う
や
く
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
と
い
う
時
代

思
潮
の
な
か
大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
の
陪
審
法
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
、
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
か
ら
昭
和
一
八
（
一
九
四
三
）
年
ま
で

実
際
に
行
わ
れ
た
も
の
の
、
現
在
で
は
停
止
し
た
ま
ま
で
あ
る
。
陪
審
制
度
が
い
か
に
日
本
に
紹
介
さ
れ
、
拒
絶
さ
れ
、
受
容
さ
れ
、
実

施
さ
れ）2
（

、
そ
し
て
忘
却
さ
れ
た
か
を
考
察
す
る
こ
と
は
、
日
本
の
刑
事
司
法
の
本
質
を
理
解
す
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
作
業
で
あ
る
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
尾
佐
竹
猛
『
明
治
文
化
史
と
し
て
の
日
本
陪
審
史
』（
一
九
二
六
年
）
が
嚆
矢
で
あ
り
、
今
日
で
も
最
も
重

要
な
文
献
で
あ
る
。
政
治
学
者
の
三
谷
教
授
は
、「
欧
米
の
陪
審
制
が
い
か
に
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
の
研
究
は
…
（
同
書
）
が

ほ
と
ん
ど
唯
一
で
あ
り
、
今
日
に
い
た
る
ま
で
そ
れ
を
超
え
る
研
究
は
出
て
い
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
本
論
も
ま
た
全
面
的
に
こ

の
研
究
に
依
拠
し
、
そ
れ
に
若
干
の
補
足
を
行
な
う
に
止
ま
る
」
と
し
な
が
ら
、
陪
審
の
受
容
段
階
に
つ
き
独
自
の
研
究
を
こ
れ
に
加
え
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て
い
る）3
（

。
さ
ら
に
、
法
制
史
学
者
の
利
谷
教
授
は
「
こ
れ
（
三
谷
論
文
）
に
触
発
さ
れ
て
第
一
点
（
治
罪
法
の
草
案
段
階
に
存
在
し
た
陪
審
制

度
が
、
最
終
段
階
に
お
い
て
削
除
さ
れ
た
こ
と
）
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
つ
け
加
え
た
い
」
と
し
て
、
治
罪
法
の
編
纂
過
程
を
中
心
に
研
究

を
さ
ら
に
深
め
て
い
る）4
（

。
今
日
ま
で
研
究
者
は
各
々
の
関
心
か
ら
こ
の
テ
ー
マ
に
つ
き
検
証
作
業
を
続
け
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る）（
（

。

本
稿
は
、
幕
末
か
ら
明
治
初
期
に
か
け
て
、
陪
審
制
度
が
ど
の
よ
う
に
日
本
に
紹
介
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る

が
、
基
本
的
に
は
尾
佐
竹
猛
の
説
明
を
出
発
点
と
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
研
究
が
比
較
的
手
薄
で
あ
っ
た
最
初
期
に
焦
点
を
あ
て
多
少
の

補
足
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。
陪
審
の
「
紹
介
」
と
い
う
段
階
を
ど
こ
の
時
期
ま
で
と
す
る
か
は
難
し
い
が
、
治
罪
法
編
纂
前
ま
で
を
一

応
の
考
察
範
囲
と
し
た
。

二　

陪
審
と
い
う
言
葉

1　

和
解
本
・
和
刻
本
に
お
け
る
陪
審

陪
審
と
い
う
言
葉
は
、
英
語
のjury

の
訳
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ラ
テ
ン
語iurare

（
誓
う
）
の
過
去
分
詞
が
名
詞
化
し
た
中
世
ラ

テ
ン
語jurata

に
由
来
し
、
宣
誓
し
た
者
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
か
た
や
陪
審
は
、
そ
の
ま
ま
読
め
ば
審
理
に
付
き
添
う
と
い
う
よ
う

な
意
味
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
陪
審
と
い
う
言
葉
は
当

初
か
ら
の
訳
語
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
尾
佐
竹
猛
に
よ
れ
ば
、「
陪
審
制
度
の
我
国
の
書
に
見
え
し
」
最
初
は
、
嘉
永
七
（
一
八
五
四
）

年
の
『
美
理
哥
国
総
記
和
解
』
の
「
人
犯お
か

す
こ
と
既す
で

に

斉
く
ち
の
そ
ろ
ふ

と
き
ハ
察さ
つ
い
ん院
兼か
ね

て
本そ
の
と
ち地
の
衿
わ
か
い
し
ゅ
と
し
よ
り
耆
を
択え
ら

び
以も
つ

て
審ぎ
ん

ミ
を
助た
す

け
し
む
」

と
い
う
記
述
で
あ
る
と
い
う）（
（

。
こ
の
『
美
理
哥
国
総
記
和
解
』
は
、
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
Ｅ
・
Ｃ
・
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
（Elijah Colem

an 
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Bridgem
an, 

中
国
語
名
裨
治
文
）
が
一
八
三
八
年
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
板
刻
さ
せ
た
『
美
理
哥
合
省
国
志
略
』
を
魏
源
が
『
海
国
図
志
』
に

採
録
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
正
木
篤
が
書
き
下
し
た
和
解
本
で
あ
る
。
こ
れ
は
ペ
リ
ー
来
航
の
翌
年
に
江
戸
で
出
版
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
尾
佐
竹
が
「
此
書
は
一
八
三
七
年
…
米
人
ブ
リ
ヂ
メ
ン
、
新
嘉
坡
に
於
て
万
国
地
理
書
を
著
は
し
た
の
が
原
書
に
て
、
此

書
を
阿
片
戦
争
に
て
有
名
な
林
則
徐
が
属
僚
に
命
じ
て
漢
訳
せ
し
め
、
魏
源
が
輯
録
し
『
海
国
図
志
』
と
題
し
て
道
光
二
十
二
年
に
出

版
し
」
と
、
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
が
『
海
国
図
志
』
の
原
書
の
著
者
で
あ
る
か
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
点
は
誤
り
で
あ
る
。『
海
国
図
志
』
の

主
た
る
原
書
は
林
則
徐
訳
『
四
洲
志
』
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
マ
レ
ー
（H

ugh M
urray, 

中
国
語
名
慕
端
）
の“A

n Encyclopaedia of 

Geography”

（1834

）
を
抄
訳
し
た
も
の
で
あ
る）（
（

。
な
お
、
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
の
「
美
理
哥
合
省
国
志
略
」
は
『
海
国
図
志
』
の
五
十
巻
本

で
は
、
同
じ
タ
イ
ト
ル
で
、
六
十
巻
本
か
ら
は
「
美
理
哥
国
志
略
」
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る）8
（

。
筆
者
が
参
照
す
る
こ

と
が
で
き
た
百
巻
本
で
も
「
美
理
哥
国
志
略
」
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い
る）（
（

。

尾
佐
竹
は
、
こ
の
「
衿
耆
」
をjury

の
訳
語
と
推
定
し
て
い
る
が
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
同
書
で
は
「
衿
耆
」
と

い
う
言
葉
が
陪
審
の
説
明
文
以
外
で
も
「
き
ん
き
」
な
い
し
「
き
ん
ぎ
」
と
ル
ビ
付
き
で
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
陪
審
を
説
明
す
る

部
分
の
「
衿
耆
」
がjury

の
訳
な
の
か
、
そ
れ
と
もpeople

等
の
訳
な
の
か
は
英
語
の
原
文
が
失
わ
れ
て
お
り
、
想
像
す
る
ほ
か
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
毎
歳
各
部
衿
耆
来
集
会
城
欲
至
議
事
庁
商
酌
一
切
」
と
い
う
中
国
語
原
文
を
正
木
は
『
美
理
哥
国
総

記
和
解
』
に
お
い
て
「
毎ま

い
さ
い歳
各か
く
ぶ部
の
衿き
ん
き耆
来き
た

り
集あ
つ
ま

り
て
城し
ろ

に
会く
わ
い

し
議ぎ
じ
て
ふ

事
庁
に
至い
た

り
て
一い
っ
さ
い切
を
商し
ょ
う
し
ゃ
く酌
せ
ん
と
欲ほ
っ

す
」
と
読
み
下
し
て
い

る
）
（（
（

。
こ
こ
で
は
「
衿
耆
」
の
左
に
も
ル
ビ
を
つ
け
て
「
わ
か
も
の
と
し
よ
り
」
と
そ
の
意
味
を
説
明
し
て
い
る）（（
（

。
一
方
、
陪
審
を
説
明
す

る
前
掲
部
分
の
原
文
は
「
人
犯
既
斉
察
院
兼
択
本
地
衿
耆
以
審
助
」
で
あ
っ
た
が
、
正
木
は
こ
こ
で
は
「
わ
か
も
の
と
し
よ
り
」
で
は
な

く
「
わ
か
い
し
ゅ
と
し
よ
り
」
と
し
て
い
た
。
あ
え
て
表
現
を
変
え
た
と
考
え
る
の
は
深
読
み
に
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
正
木
の
読
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み
下
し
で
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
は
文
脈
か
ら
「
衿
耆
」
に
「
わ
か
い
」
と
い
う
解
釈
を
加
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
衿
耆
」

は
罗
竹
风
編
『
漢
語
大
詞
典
』
で
は
「
儒
士
中
的
耆
老
）
（（
（

」、
中
文
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編
『
中
文
大
辞
典
』
で
は
「
有
学
識
之
老
人
也
」

と
さ
れ
て
お
り
、そ
れ
自
体
で
「
わ
か
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
含
ま
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

正
木
の
和
解
本
と
ほ
ぼ
同
時
期
に
出
版
さ
れ
た
広
瀬
達
の
和
解
本
は
、
趣
を
異
に
し
て
お
り
、
こ
の
個
所
を
「
察ギ

ン
ミ
シ
ョ院
其
土
地
ノ
父
老
ヲ

択
ヒ
テ
以
テ
吟
味
ヲ
助
ク
」（
実
際
の
ル
ビ
は
左
側
）
と
原
文
の
漢
字
か
ら
離
れ
「
衿
耆
」
と
い
う
日
本
人
に
な
じ
み
の
な
い
表
現
を
わ
か

り
や
す
く
「
父
老
」
に
か
え
た
が）（（
（

、
陪
審
の
実
体
か
ら
は
や
や
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
の
『
美
理
哥
合
省
国
志
略
』
は
、一
八
四
六
年
に
書
名
を
『
亜
美
理
駕
合
衆
国
志
略
』
と
し
て
広
東
で
再
刊
さ
れ
、

さ
ら
に
一
八
六
一
年
に
は
全
面
改
訂
さ
れ
『
大
美
連
邦
志
略
』
と
し
て
上
海
で
刊
行
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
お
そ
ら
く
同
年
す
な
わ
ち
文
久
元
年

に
、
箕
作
阮
甫
は
こ
れ
に
訓
点
を
ほ
ど
こ
し
『
連
邦
志
略
』
と
し
て
出
版
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
今
な
お
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
て
い
る

が
こ
れ
は
『
海
国
図
志
』
を
重
刻
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
『
亜
美
理
駕
合
衆
国
志
略
』
で
は
、「
審
按
之
制
、
除二審
官一外
、
有二法
師
、

議
長
、
公
民
等一。
法
師
者
、
深
通二律
法一主二理
民
之
状
詞一曁
代レ官
詰
問
者
也
。
至レ於三議
長
与二公
民一、
乃
係下民
間
正
直
之
人
、
平
日
民
衆
特
選
、

以
備二審
案一者上也
）
（（
（

」
と
あ
る
。「
審
官
」
が
裁
判
官
、「
法
師
」
が
検
察
官
、「
公
民
」
が
陪
審
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
の
部
分
に
は
ル

ビ
も
な
く
、
箕
作
阮
甫
は
た
だ
訓
点
を
ほ
ど
こ
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

2　

辞
書
に
お
け
る
訳
語
と
語
釈

尾
佐
竹
は
、
辞
書
に
つ
い
て
は
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
年
）
の
堀
達
之
助
編
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
を
あ
げ
て
い
た）（（
（

。
そ
こ
で
は

jury

に
「
事
ノ
吟
味
ノ
為
ニ
誓
詞
シ
タ
ル
役
人
」、jurym

an

に
「
誓
詞
シ
タ
ル
人
、
誓
詞
シ
タ
ル
役
人
仲
間
」
と
訳
語
あ
る
い
は
語
釈
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が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
尾
佐
竹
は
「
適
当
の
訳
字
を
得
ざ
り
も
の
の
如
く
で
あ
る
）
（（
（

」
と
し
て
い
た
が
、
こ
の
訳
語
の
成
立
事
情
に
つ
い
て

考
え
て
み
た
い
。

そ
も
そ
も
、
幕
末
の
辞
書
を
取
り
上
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
連
の
蘭
和
辞
書
を
ま
ず
参
照
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
七
九
六
年
の
稲

村
三
伯
編
『
ハ
ル
マ
和
解
』（
江
戸
ハ
ル
マ
）
に
は
、
陪
審
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る de gezw

orenen

が
取
り
上
げ
ら
れ
て
お
り）（（
（

、
そ
の

意
味
は
「
職
人
ノ
集
テ
誓
ヲ
為
ス
」
と
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
本
書
は
周
知
の
と
お
り
一
七
二
九
年
の
ハ
ル
マ
の
『
蘭
仏
辞
典
』（
第
二
版
）
を

基
本
的
に
は
和
訳
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
原
書
で
は
見
出
し
語Gezw

ooren

（zw
eren

の
過
去
分
詞
が
形
容
詞
と
な
っ
た
も
の
）
の
と
こ
ろ

に
、
定
冠
詞
が
つ
い
て
名
詞
化
し
たD

e gezw
orenen 

が
あ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
語
で beëedigde am

btlieden eener stad

（
都
市
の
宣

誓
し
た
職
人
仲
間
た
ち
）
と
、
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
語
で O

ffi
ciers jures d’une ville

（
都
市
の
宣
誓
し
た
役
職
者
た
ち
）
と
語
釈
が
つ
け
ら

れ
て
い
た
。
一
八
三
三
年
の
ヅ
ー
フ
編
『
道
訳
法
児
馬
』（
長
崎
ハ
ル
マ
）
で
は
、「
市
中
ノ
政
事
ヲ
シ
タ
ル
役
人
」
と
さ
れ
て
い
た）（（
（

。D
e 

gezw
orenen

を
ま
ず
役
人
の
一
種
と
理
解
し
、
そ
こ
か
ら
「
政
事
」
と
連
想
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
八
五
五
年
─
五
八
年
の
桂
川
甫

周
編
『
和
蘭
字
彙
』
で
は
宣
誓
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
復
活
し
て
い
る
が
、
ま
る
で
「
政
事
」
と
韻
を
踏
む
か
の
よ
う
に
「
市
中
ニ
オ
ル

誓
詞
シ
タ
ル
役
人
」
と
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
こ
れ
ら
が
「
陪
審
」
の
最
初
の
訳
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
原
著

が
刊
行
さ
れ
た
一
七
二
九
年
に
お
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
は
も
ち
ろ
ん
フ
ラ
ン
ス
に
も
陪
審
制
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
のD

e 

gezw
orenen

は
、
お
そ
ら
く
、
同
業
組
合
の
親
方
た
ち
（
親
方
に
な
る
と
き
に
は
宣
誓
を
し
た
）
を
指
す
も
の
で
あ
っ
て
、
時
代
が
く
だ
っ

て
か
ら
こ
の
言
葉
が
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
陪
審
を
指
す
言
葉
と
し
て
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
最
も
古
い
稲
村

の
『
ハ
ル
マ
和
解
』
が
比
較
的
近
い
意
味
の
訳
を
載
せ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。



一
四
七

明
治
初
期
の
陪
審
制
度
論
（
北
井
）

『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
に
戻
る
と
、jury

もjurym
an

も
そ
の
語
釈
は
と
も
に
桂
川
の
「
市
中
ニ
オ
ル
誓
詞
シ
タ
ル
役
人
」
と
酷

似
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
は
基
本
的
に
ピ
カ
ー
ド
（H

. Picard

）
の“A

 N
ew

 D
ictionary of the English 

and D
utch Languages”

（2nd 18（（

）
の
オ
ラ
ン
ダ
語
の
部
分
の
和
訳
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
はjury

はde 

gezw
orenen, vergadering van gezw

orenen

（
誓
っ
た
者
た
ち
の
集
ま
り
）、jurym

an

はgezw
orene, lid der gezw

orenen

（
誓
っ
た
者
た
ち
の
な
か
の
一
員
）
と
訳
語
と
語
釈
が
あ
る
。
こ
れ
は
確
か
に
陪
審
と
陪
審
員
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
堀
は
こ
れ
に
「
事
ノ
吟

味
」
と
加
え
、
ピ
カ
ー
ド
よ
り
も
正
確
に
陪
審
を
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
は
驚
か
さ
れ
る
が
、
先
人
た
ち
の
辞
書
を
参
照
し
た
た
め
「
役
人
」

と
い
う
表
現
が
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
尾
佐
竹
が
「
適
当
の
訳
字
を
得
ざ
り
も
の
の
如
く
で
あ
る
」
と
感
じ
た
の
は
、
訳
語

と
い
う
よ
り
語
釈
で
あ
る
こ
と
と
、
こ
の
よ
う
な
成
立
事
情
に
理
由
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
わ
が
国
最
初
の
本
格
的
仏
和
辞
典
で
あ
る
元
治
元
（
一
八
六
四
）
年
の
村
上
英
俊
編
『
仏
語
明
要
』
で
はjuré

に
「
盟
人
」
の

訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
。
語
釈
が
な
い
の
で
ど
こ
ま
で
中
身
を
理
解
し
て
い
た
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
陪
審
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と

は
間
違
い
な
い
。
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
の
『
官
許 
仏
和
辞
典
』
で
は
、juré

「
吟
味
ノ
為
ニ
誓
詞
シ
タ
ル
役
人
。
訟
師
」
と
語
釈
と

訳
語
が
並
ん
で
い
る
よ
う
に
も
読
め
る
。
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
の
柴
田
昌
吉
・
子
安
峻
編
『
英
和
字
彙
』
に
な
る
とjury

は
「
陪
審

官
（
詞
訟
糺
明
ノ
為
ニ
誓
詞
シ
タ
ル
人
々
ニ
テ
法
例
ニ
依
テ
之
ヲ
選
挙
ス
）」
と
さ
れ
、
よ
う
や
く
訳
語
と
語
釈
が
並
ぶ
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
。3　

陪
審
と
い
う
語
へ
の
確
定

尾
佐
竹
に
よ
れ
ば
、
我
が
国
の
出
版
物
に
「
陪
審
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
現
れ
る
の
は
、
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
の
『
智
環
啓
蒙
塾



一
四
八

課
初
歩
』
で
あ
る
。
こ
れ
も
中
国
で
出
版
さ
れ
た
英
漢
対
訳
本
の
和
刻
本
で
あ
る）（（
（

。
そ
こ
に
は
「
陪
審
聴
訟
一
例
乃
不
列
顚
之
良
法
也
」

と
陪
審
の
語
が
み
え
る
。
尾
佐
竹
は
「
こ
れ
に
て
陪
審
の
訳
語
は
確
定
し
た
の
で
あ
る
）
（（
（

」
と
い
う
。
も
っ
と
も
、尾
佐
竹
は
『
智
環
啓
蒙
』

の
和
解
本
で
あ
る
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
の
瓜
生
寅
『
啓
蒙
智
慧
ノ
環
』
の
「
立
合
役
」、
翌
年
の
広
瀬
渡
・
長
田
知
儀
『
智
環
啓
蒙
和

解
』
の
「
立ジ

ユ
ー
ラ
イ

合
人
」
を
紹
介
し
、
こ
れ
が
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年
の
福
沢
諭
吉
『
西
洋
事
情
』
の
「
立
合
ノ
モ
ノ
」
に
基
づ
く
と
推
測

し
て
い
る
し
、
尾
佐
竹
は
中
村
正
直
が
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
の
『
共
和
政
治
』
に
お
い
て
「
陪た
ち
あ
ひ
の
ぎ
ん
み

坐
聴
審
」「
陪た
ち
あ
ひ審
」
と
し
た
こ
と
に
つ

い
て
は
「
智
環
啓
蒙
の
系
統
た
る
熟
語
を
用
ひ
、
訓
に
は
福
沢
系
統
の
語
を
用
ひ
て
あ
る
。
而
し
て
陪
審
と
は
陪
坐
聴
審
の
約
の
如
く
解

し
て
あ
る
」
と
分
析
し
て
い
る）（（
（

。
さ
ら
に
、
津
田
眞
道
の
慶
応
三
（
一
八
六
七
）
年
の
『
泰
西
国
法
論
』
の
「
断
士
」「
誓
士
」、
明
治
四

（
一
八
七
一
年
）
の
加
藤
弘
之
『
国
法
汎
論
』
の
「
誓
士
」
が
い
ま
一
つ
の
系
統
の
訳
語
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る）（（
（

。

尾
佐
竹
自
身
こ
の
よ
う
に
三
系
統
の
翻
訳
例
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
慶
応
二
年
の
時
点
で
完
全
に
「
確
定
」
し
た
と
理
解
し
て

い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
鈴
木
券
太
郎
は
、『
東
京
朝
日
新
聞
』
の
「
学
界
余
談
・
陪
審
と
い
ふ
訳
語
（
上
・
中
・
下
）」

（
一
九
二
八
年
一
〇
月
七
日
、
八
日
、
九
日
）
に
お
い
て
、「『
陪
審
』
と
い
ふ
訳
語
の
確
定
し
た
の
は
、
一
八
五
六
年
英
人
ゼ
ー
ム
ス
・
レ
ッ

グ
が
支
那
で
出
版
し
た
英
漢
対
訳
の
『
智
環
啓
蒙
』
が
最
初
の
や
う
に
説
く
人
が
あ
る
」
と
お
そ
ら
く
尾
佐
竹
を
批
判
し
て
い
る
。

鈴
木
は
、
陪
審
と
い
う
言
葉
が
採
用
さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
「
こ
れ
は
、
レ
ッ
グ
よ
り
先
輩
に
て
同
じ
く
ロ
ン
ド
ン
伝
道
会
派
遣
宣

教
師
た
る
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
が
、
一
八
四
七
、八
年
に
編
さ
ん
出
版
し
た
る
『
英
華
辞
典
』
に
、jury

を
訳
し
て
『
陪
官
審
事
者
』」
と
し

た
も
の
を
レ
ッ
グ
が
参
照
し
た
と
推
測
し
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
れ
が
吉
田
賢
輔
編
『
英
和
字
典
』（
一
八
七
二
年
）
に
も
採
用
さ
れ
た
と
い

う
）
（（
（

。
し
か
し
、
メ
ド
ハ
ー
ス
ト
（W

. H
. M

edhurst

）
の “English and Chinese D

ictionary” 

（184（

─1848

）
で
はjury

に
は
「
発
誓

審
真
之
人
」
の
訳
語
が
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
吉
田
の
訳
と
混
同
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。



一
四
九

明
治
初
期
の
陪
審
制
度
論
（
北
井
）

尾
佐
竹
に
言
及
が
な
く
鈴
木
が
取
り
上
げ
て
い
る
も
の
は
、
慶
応
四
（
一
八
六
八
）
年
ホ
ン
ブ
ラ
ン
ク
著
・
鈴
木
唯
一
訳
『
英
政
如
何
』

の
「
吟
味
方
）
（（
（

」、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
ブ
ラ
ッ
ク
ス
ト
ー
ン
著
・
星
亨
訳
『
英
国
法
律
全
書
』
の
「
ジ
ュ
ー
リ
ー
」、
同
年
の
ド
ラ
ク

ル
チ
ー
著
・
大
井
憲
太
郎
訳
・
箕
作
麟
祥
閲
『
仏
国
政
典
』
の
「
陪
審
」「
陪
審
人
」、
前
掲
の
柴
田
・
子
安
編
『
英
和
字
彙
』
の
「
陪
審

官
」、
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
小
林
雄
七
郎
『
百
科
全
書
法
律
沿
革
事
体
』
の
「
会
審
官
）
（（
（

」「
同
等
会
審
」、
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年

テ
リ
ー
著
・
島
田
三
郎
訳
『
法
律
原
論
』
の
「
陪
審
」、
明
治
一
九
（
一
八
八
六
）
年
加
太
邦
憲
・
藤
林
忠
良
編
『
仏
和
法
律
字
彙
』
の

「
陪
審
」「
鑒
査
官
」
で
あ
る
。
鈴
木
は
、
こ
れ
ら
の
考
察
を
ふ
ま
え
「
日
本
に
お
い
て
『
陪
審
』
と
い
ふ
訳
語
が
略
ぼ
地
歩
付
け
ら
れ
た

る
は
、
恐
ら
く
は
『
仏
国
政
典
』
あ
た
り
か
ら
だ
」
と
結
論
づ
け
る
。
慶
応
義
塾
に
学
び
国
家
主
義
的
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
知
ら
れ

た
鈴
木
が
、
陪
審
制
度
の
実
施
直
後
に
そ
の
訳
語
に
つ
い
て
こ
れ
だ
け
の
関
心
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
ま
た
興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。

4　

陪
審
裁
判
の
傍
聴

言
葉
の
問
題
か
ら
は
す
こ
し
離
れ
る
が
、尾
佐
竹
は
日
本
人
が
陪
審
裁
判
を
実
際
に
傍
聴
し
た
最
初
の
例
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
い
る
。

尾
佐
竹
は
、
岩
倉
使
節
団
の
一
行
が
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
一
月
二
〇
日
に
パ
リ
の
重
罪
裁
判
所
で
陪
審
裁
判
を
傍
聴
し
た
こ
と
に
関

す
る
久
米
邦
武
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記
』（
以
下
『
回
覧
実
記
』）
の
記
述
に
ふ
れ
て
い
る）（（
（

。
も
っ
と
も
、
陪
審
に
言
及
す
る
『
回

覧
実
記
』
の
記
述
は
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
い
。
傍
聴
は
し
て
は
い
な
い
が
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
九
月
三
日
に
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー

の
巡
回
裁
判
所
を
見
学
し
て
お
り
、
法
廷
の
様
子
を
説
明
す
る
な
か
で
「
裁
判
職
ニ
面
シ
テ
、『
ヂ
ュ
リ
ー
』
ノ
席
ア
リ
、
次
ニ
代ロ

ー
ヤ
ル

言
人

左
右
ニ
振
分
レ
、
中
央
ヲ
高
ク
シ
テ
、
原
被
告
人
ノ
席
ト
ナ
ス
、
断
獄
ノ
間
ニ
ハ
、
此
間
拵こ

し
ら

ヘ
厳
お
ご
そ
か

ニ
テ
、
銕
欄
ヲ
匝め
ぐ
ら

ス
、
罪
人
ヲ
此

ニ
出
ス
、
左
ニ
『
グ
ラ
ン
ト
ヂ
ュ
リ
ー
』
ノ
席
ア
リ
」
と
陪
審
だ
け
で
な
く
大
陪
審
の
存
在
に
も
注
意
を
払
っ
て
い
た
の
で
あ
る）（（
（

。



一
五
〇

三
日
後
の
九
月
六
日
に
は
、
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
の
「
ポ
リ
ス
・
コ
ー
ト
」
に
お
い
て
一
行
は
実
際
の
裁
判
を
傍
聴
し
て
い
る
。『
回
覧

実
記
』
に
は
「
此
日
ハ
、
時ト

ケ
イ計
ヲ
盗
ミ
シ
罪
犯
一
人
、『
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
』
其
外
ニ
於
テ
、
窃
盗
ヲ
働
キ
シ
、
夫
婦
ノ
罪
犯
ヲ
、
巡
査
ノ

捕
ヘ
来
リ
テ
、
審
問
中
ナ
リ
シ
ニ
ヨ
ツ
テ
、
姑し

ば
ら

ク
裁
判
役
ノ
席
ニ
於
テ
、
之
ヲ
聴
聞
セ
リ
」
と
窃
盗
事
件
を
傍
聴
し
た
と
あ
る）（（
（

。
こ
こ

で
も
「
此
訟
庭
ノ
位
置
ハ
、
巡
査
ハ
証
人
ノ
席
ニ
出
ル
、
罪
人
ハ
中
央
ノ
席
ニ
、
巡
査
ノ
付
添
ニ
テ
出
ル
、『
ヂ
ュ
リ
ー
』
ノ
席
ハ
、
壇

ノ
前
ニ
羅
列
ス
」
と
細
か
く
法
廷
内
の
様
子
が
描
写
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
代
言
人
の
文
字
は
見
当
た
ら
ず
、
一
方
で
「『
ヂ
ュ
リ
ー
』

ハ
府
中
ノ
人
民
ヨ
リ
公
選
シ
、
常
ニ
審
問
ノ
席
ニ
列
座
シ
、
立
会
ヲ
ナ
シ
、
務
メ
テ
罪
人
ニ
荷
担
シ
、
其
罪
ヲ
末
減
ス
ル
道
ヲ
求
メ
、
罪

人
ニ
代
テ
辨べ

ん
ば
く駁
ヲ
ナ
ス
ヲ
心
得
ト
ス
」
と
陪
審
員
が
被
告
人
を
弁
護
す
る
か
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
法
廷
は
、
伝
統
的
に

法
壇
の
前
は
バ
リ
ス
タ
ー
の
席
で
あ
る
し
、
陪
審
員
は
被
告
人
の
た
め
に
決
し
て
弁
護
な
ど
は
し
な
い
。
続
け
て
「『
ヂ
ュ
リ
ー
』
ハ
罪

人
ヨ
リ
ノ
申
分
ト
、
証
人
ノ
申
口
ト
ヲ
、
十
分
ニ
聞
済
シ
、
審
問
一
応
ス
ミ
タ
ル
後
ニ
、
裁
判
役
ニ
向
ヒ
、
罪
人
ニ
代
リ
、
口
ヲ
極
メ
テ

其
辨
明
ヲ
ナ
シ
」
と
説
明
す
る
こ
と
か
ら
、
刑
事
弁
護
人
と
陪
審
員
を
完
全
に
混
同
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
件
が
警
察
裁
判
所
の

軽
微
な
犯
罪
で
あ
る
こ
と
と
、
陪
審
員
ら
し
い
別
の
集
団
に
つ
い
て
の
記
述
も
一
切
存
在
し
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
陪
審
裁
判
で
あ
っ

た
か
は
疑
わ
し
い
。
と
も
か
く
、「
窃
盗
ノ
愚
人
ヲ
シ
テ
、
冗
長
ニ
申
開
キ
ヲ
ナ
サ
シ
メ
ン
ヨ
リ
、『
ヂ
ュ
リ
ー
』
代
リ
テ
、
明
快
ニ
辯
明

ス
レ
ハ
、
罪
人
モ
甘
心
シ
、
又
審
問
人
モ
煩は

ん
じ
ょ
う冗
ヲ
省
キ
、
簡
便
ノ
法
ナ
ル
ヲ
覚
フ
ナ
リ
」
と）（（
（

、
当
事
者
主
義
と
刑
事
弁
護
人
制
度
の
有

用
性
を
初
め
て
評
価
し
た
記
事
で
あ
る
と
は
い
え
よ
う
。

尾
佐
竹
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
岩
倉
使
節
団
一
行
が
陪
審
裁
判
を
初
め
て
傍
聴
し
た
の
は
、
お
そ
ら
く
パ
リ
の
重
罪
裁
判
所
で
あ
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。『
回
覧
実
記
』
は
、「
代
言
師
ア
リ
テ
、
罪
人
ニ
代
リ
テ
辯
」
じ
る
刑
事
弁
護
人
制
度
、「『
ヂ
ュ
リ
ー
』
ア
リ
テ
其
情

偽
ヲ
審
聴
シ
、
是
カ
允い

ん
だ
く諾

ヲ
待
テ
、
後
ニ
罪
情
ヲ
定
」
め
る
陪
審
制
度
、「
証
人
ア
リ
テ
其
事
実
ヲ
当
面
ニ
テ
保
証
」
す
る
証
人
制
度
、
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「
必
ス
数
人
ノ
裁
判
役
ニ
テ
聴
」
く
合
議
制
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
利
点
を
認
め
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
を
日
本
で
行
う
こ
と
は
「
蓋
シ
亦
難

キ
モ
ノ
ア
リ
」
と
日
本
で
の
実
行
可
能
性
に
疑
問
を
な
げ
か
け
る
。
例
え
ば
、
陪
審
制
度
に
つ
い
て
は
「
官
ヲ
恐
レ
テ
唯い

い唯
ス
ル
ニ
過
キ

ス
、
其
強
項
敢
言
ノ
者
ヲ
選
ス
ル
ト
モ
、
法
理
ニ
闇く

ら

ク
、
道
徳
上
ノ
論
ト
葛
藤
ヲ
繁
ク
シ
、
必
ス
互
ニ
相
諍
論
シ
テ
、
不
用
ノ
地
ニ
言
ヲ

労
セ
ン
」
と
い
う
。
陪
審
は
日
本
人
の
国
民
性
に
な
じ
ま
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
上
記
の
刑
事
司
法
制
度
に
つ
い
て
は
「
西

洋
ノ
良
法
善
制
ヲ
取
テ
、
之
ヲ
東
洋
ニ
行
フ
ニ
ハ
、
其
形
跡
ヲ
ス
テ
テ
、
其
旨
意
」
だ
け
を
と
る
べ
き
だ
と
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る）（（
（

。
イ

ギ
リ
ス
で
裁
判
を
傍
聴
し
た
時
の
多
少
不
正
確
な
が
ら
も
素
朴
な
好
意
か
ら
、
こ
こ
で
は
一
変
し
て
、
日
仏
両
法
制
度
を
か
な
り
専
門
的

か
つ
正
確
に
分
析
し
た
う
え
で
、
日
本
へ
の
導
入
の
是
非
に
つ
い
て
慎
重
論
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
。
利
谷
教
授
は
、
こ
う
し
た
主
張
が
久

米
個
人
の
見
解
と
い
う
よ
り
「
使
節
団
の
か
な
り
の
人
の
共
通
の
見
解
」
で
あ
っ
た
と
し
な
が
ら）（（
（

、
さ
ら
に
「
当
時
パ
リ
に
在
っ
た
井
上

毅
や
鶴
田
皓
も
そ
の
見
解
の
形
成
に
参
与
」
し
た
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
し
、
こ
こ
に
井
上
の
陪
審
反
対
論
の
原
点
を
見
出
し
て
お
ら
れ

る
。さ

て
、
史
料
上
確
認
で
き
る
陪
審
裁
判
の
傍
聴
は
こ
れ
が
初
め
て
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
時
期
す
で
に
海
外
で
法
律
を
学
ぶ
者
た

ち
が
い
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
者
た
ち
が
陪
審
裁
判
を
傍
聴
し
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
明
治
三

（
一
八
七
〇
）
年
一
二
月
に
は
、
児
玉
淳
一
郎
は
「
太
政
官
の
命
に
よ
り
刑
法
科
勤
学
と
し
て
同
国
に
渡
航
し
ワ
シ
ン
ト
ン
府
裁
判
所
に
出

入
し
て
司
法
事
務
を
見
習
」
い
、「
会

た
ま
た
ま

岩
倉
全
権
大
使
の
一
行
同
府
に
渡
航
す
る
や
大
使
よ
り
司
法
理
事
官
佐
々
木
高
行
の
米
国
法
律

取
調
に
関
す
る
事
務
を
手
伝
ふ
べ
き
こ
と
を
命
ぜ
ら
）
（（
（

」
れ
た
と
い
う
。
岩
倉
使
節
団
は
ワ
シ
ン
ト
ン
を
一
八
七
二
年
六
月
に
発
っ
た
が
、

児
玉
は
、
同
年
す
な
わ
ち
明
治
五
年
一
一
月
、
正
院
に
「
断
訟
定
獄
之
事
」
と
題
す
る
陪
審
制
導
入
を
含
む
建
言
書
を
提
出
し
て
い
る）（（
（

。

佐
々
木
ら
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
手
伝
い
を
し
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
に
陪
審
が
話
題
と
な
っ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
す
で
に
「
裁
判
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所
に
出
入
」
し
て
い
た
よ
う
で
も
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
実
際
の
陪
審
裁
判
を
傍
聴
も
せ
ず
、
そ
の
採
用
を
建
言
す
る
は
ず
は
な
い
よ
う
に

も
思
わ
れ
る
。

三　

陪
審
制
を
め
ぐ
る
議
論

1　

参
座
裁
判

児
玉
の
建
言
書
が
政
府
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
た
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
、
明
治
初
年
の
二
つ
の
参
座
事

件
を
取
り
上
げ
、
政
府
に
お
け
る
陪
審
に
対
す
る
議
論
の
推
移
を
検
討
し
た
い
。
尾
佐
竹
は
「
明
治
政
府
の
要
路
に
立
ち
し
維
新
当
局
者

の
意
気
込
の
凄
じ
さ
は
今
よ
り
は
殆
ん
ど
想
像
も
及
ば
ぬ
位
で
あ
る
。
…
欧
米
文
化
の
吸
収
は
只
だ
其
遅
れ
ざ
ら
ん
こ
と
を
是
れ
競
ひ
、

江
藤
新
平
が
誤
訳
も
厭
ふ
処
に
あ
ら
ず
只
だ
拙
速
を
貴
べ
と
て
、
仏
国
民
法
の
翻
訳
を
命
じ
…
之
を
日
本
民
法
と
書
替
へ
て
直
ち
に
実
施

せ
ん
と
い
ひ
し
如
き
、
以
て
其
一
斑
を
知
る
べ
き
で
あ
る
。
此
の
如
き
時
勢
に
於
て
、
陪
審
の
試
み
と
も
い
ふ
べ
き
、
参
座
等
の
制
度
の

設
け
ら
れ
し
は
、
怪
し
む
に
足
ら
な
い
）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
刑
事
司
法
は
条
約
改
正
に
も
直
結
す
る
問
題
で
あ
っ
て
、
日
本
法

の
近
代
化
に
お
け
る
外
国
法
の
受
容
と
い
う
側
面
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
江
藤
新
平
の
名
前
が
示
す
よ
う
に
、
明
治
六
年
の

小
野
組
転
籍
事
件
（
富
商
小
野
組
の
東
京
転
籍
を
京
都
府
が
認
め
な
か
っ
た
た
め
、
裁
判
所
が
こ
れ
を
容
認
す
る
判
決
を
く
だ
し
た
と
こ
ろ
、
京
都
府

知
事
長
谷
信
篤
と
参
事
槇
村
正
直
が
こ
れ
を
無
視
し
た
た
め
、
違
令
条
例
違
反
と
し
て
刑
事
裁
判
に
発
展
し
た
と
い
う
事
件
）
は
、
司
法
と
行
政
と
の

衝
突
で
あ
り
、
中
央
と
地
方
と
の
抗
争
で
あ
り
、
薩
長
と
土
肥
と
の
確
執
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
争
い
の
な
か
で
、
司

法
権
の
本
質
も
ま
た
問
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
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小
野
組
転
籍
事
件
で
は
、
最
初
の
違
令
条
例
違
反
に
つ
い
て
、
長
谷
も
槇
村
も
裁
判
を
欠
席
し
、
こ
れ
に
対
す
る
贖
罪
刑
判
決
に
も
し

た
が
わ
な
か
っ
た
の
で
、
再
び
、
司
法
省
が
違
令
条
例
違
反
と
し
て
起
訴
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
太
政
大
臣
三
条
実
美
は
司
法
省

の
後
ろ
盾
と
も
い
う
べ
き
参
議
江
藤
新
平
に
「
臨
時
裁
判
所
」
に
よ
る
事
態
の
収
拾
を
提
案
し
、
い
っ
た
ん
は
そ
の
方
向
で
の
処
理
が
決

ま
り
か
け
た
が
、
結
局
、
京
都
府
、
司
法
省
双
方
か
ら
反
論
が
出
て
、
こ
れ
も
行
き
詰
っ
て
し
ま
っ
た）（（
（

。
そ
こ
で
司
法
省
大
輔
福
岡
孝
弟

は
、
明
治
六
（
一
八
七
三
）
年
九
月
一
五
日
、
三
条
実
美
に
「
各
国
ニ
於
テ
モ
裁
判
所
ニ
陪
審
ヲ
備
ヘ
裁
判
ノ
公
ナ
ル
ヲ
証
シ
候
義
有
之
。

向
後
凡
ソ
人
民
ヨ
リ
官
ニ
係
ル
ノ
詞
訟
且
官
ト
官
ト
ノ
間
ニ
起
リ
候
争
訟
等
ヨ
リ
刑
法
裁
判
ニ
及
候
節
ハ
正
院
左
院
或
ハ
大
蔵
省
等
ヨ
リ

其
官
員
ヲ
出
シ
陪
審
之
任
ニ
備
ヘ
司
法
裁
判
ノ
不
公
ナ
キ
ヲ
示
シ
度
儀
ニ
候
…
」
と
「
陪
審
ノ
儀
付
伺
」
を
上
申
し
た
の
で
あ
る）（（
（

。

尾
佐
竹
は
「
差
掛
か
つ
た
事
件
を
控
へ
、
俄
か
に
陪
審
規
則
を
制
定
せ
ん
と
い
ふ
が
如
き
は
、
明
治
初
年
の
時
勢
を
知
ら
な
け
れ
ば
到

底
理
解
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
）
（（
（

」
と
い
う
が
、
た
だ
外
国
の
制
度
を
拙
速
に
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
津
田
眞

道
が
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
の
「
拷
問
論
」
に
お
い
て
「
余
ガ
司
法
ニ
官
タ
ル
ヤ
曾
テ
松
本
水
本
清
岡
ノ
諸
君
ト
法
朗
西
治
罪
法
ニ
依

リ
我
帝
国
ノ
治
刑
法
ノ
草
案
ニ
従
事
シ
テ
頗
ル
拮
据
黽
勉
ス
後
ニ
聞
ク
余
ガ
免
官
ノ
後
其
事
中
止
ス
ト
」
と
あ
る
よ
う
に）（（
（

、
す
で
に
、
司

法
省
内
で
の
フ
ラ
ン
ス
の
制
度
の
研
究
は
す
す
め
ら
れ
て
い
た
し
、
福
岡
自
身
も
慶
応
四
年
の
『
政
体
書
』
の
起
稿
に
お
い
て
は
、「
北

米
合
衆
国
ノ
制
度
ヲ
漢
訳
シ
タ
『
連
邦
志
略
』
ト
イ
フ
書
物
ヲ
参
考
シ
タ
）
（（
（

」
と
述
べ
て
お
り
、
今
回
英
米
型
の
陪
審
を
念
頭
に
置
い
て
い

た
と
は
思
え
な
い
が
、
福
岡
も
一
定
の
知
識
は
有
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

一
方
で
、「
正
院
左
院
或
ハ
大
蔵
省
等
ヨ
リ
其
官
員
ヲ
出
シ
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
す
で
に
、「
各
国
」
に
お
け
る
陪
審
と
は
異
な
っ
て

い
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
陪
審
と
い
う
言
葉
は
用
い
な
が
ら
も
（
あ
る
い
は
も
と
も
と
の
字
義
通
り
に
）、
司
法
省
も
太
政
官
も
、

か
つ
て
幕
府
で
行
わ
れ
た
五
手
掛
（
官
爵
あ
る
重
き
身
分
の
者
の
犯
罪
及
び
国
家
の
大
事
に
関
す
る
事
件
を
糺
問
す
る
た
め
に
臨
時
に
設
け
ら
れ
、
寺
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社
・
町
・
勘
定
の
三
奉
行
に
大
目
付
・
目
付
各
一
名
が
列
席
し
た
）
（（
（

）
を
さ
ら
に
拡
大
し
た
も
の
を
想
定
し
て
い
た
よ
う
に
も
と
れ
る
。
当
時
の
知

事
は
あ
た
か
も
旧
大
名
の
後
継
者
の
ご
と
き
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
両
者
を
完
全
に
同
列
に
扱
う
こ
と

は
で
き
な
い
が
、
様
々
な
事
情
か
ら
通
常
の
裁
判
の
実
効
性
・
公
平
性
が
確
保
で
き
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
な
方
法
は
裁
判
を
政
治

化
す
る
と
同
時
に
、
か
え
っ
て
判
決
の
正
統
性
・
実
効
性
が
担
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
士
族
に
と
っ
て
は
同
輩
裁
判
と
い
う
側
面

が
さ
ら
に
正
統
性
を
保
障
し
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る）（（
（

。

と
も
あ
れ
、
こ
れ
に
対
し
正
院
は
九
月
二
二
日
に
陪
審
設
置
を
容
認
す
る
と
同
時
に
「
臨
時
裁
判
所
ニ
於
テ
糺
問
ノ
儀
者
陪
審
被
相
設

候
ニ
付
右
規
則
等
被
定
候
迄
可
相
見
合
）
（（
（

」
と
司
法
省
に
は
し
ば
ら
く
待
つ
よ
う
に
と
達
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
も
、
な
か
な
か
陪
審
規

則
が
司
法
省
に
示
さ
れ
ず
、
長
谷
、
槇
村
の
両
名
の
捕
縛
の
許
可
が
下
り
な
い
こ
と
に
業
を
煮
や
し
た
福
岡
は
、
九
月
三
〇
日
に
理
由
書

を
添
え
て
陪
審
裁
判
の
取
り
下
げ
を
求
め
て
い
る
。「
一
字
入
公
門
」
で
は
な
い
が
、一
度
訴
え
た
（
し
か
も
許
さ
れ
た
）
も
の
が
そ
う
易
々

と
取
り
下
げ
ら
れ
な
い
こ
と
は
承
知
の
上
だ
ろ
う
が
、
捕
縛
の
許
可
あ
る
い
は
当
初
の
臨
時
裁
判
所
の
裁
判
開
始
を
早
め
る
た
め
、
ゆ
さ

ぶ
り
を
か
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
御
沙
汰
が
遅
い
と
い
う
理
由
で
は
な
く
、
も
っ
と
も
ら
し
い
理
由
が
必
要
で
あ
っ

た
。
そ
の
理
由
書
は
実
に
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
省
略
せ
ず
全
文
を
紹
介
す
る
（
な
お
、
適
宜
、
句
読
点
や
ル
ビ
を
つ
け
た
）
（（
（

）。

西
洋
各
国
陪
審
ノ
制
広
ク
之
ヲ
平
民
中
ヨ
リ
撰
択
シ
、
毎
区
其
陪
審
タ
ル
ベ
キ
人
名
ヲ
登
列
シ
、
年
藉
ヲ
作
リ
、
歳
終
之
ヲ
裁
判

所
ニ
出
シ
、
以
テ
明
年
ノ
開
会
ニ
具
フ
。
官
吏
タ
ル
者
ハ
陪
審
ヲ
兼
ル
コ
ト
ヲ
得
ズ
。

ま
ず
冒
頭
で
は
、
伺
書
で
設
置
を
求
め
た
官
吏
に
よ
る
陪
審
と
い
う
も
の
が
西
洋
の
市
民
か
ら
な
る
陪
審
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
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る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
全
国
規
模
の
陪
審
員
名
簿
の
作
成
な
ど
の
必
要
性
も
示
唆
す
る
。
そ
し
て
、
つ
ぎ
に
陪
審
制
度
の
沿
革
が
論

じ
ら
れ
る
。

盖
陪
審
ハ
宣
誓
人
ノ
義
ナ
リ
。
仮
ニ
審
判
ニ
陪
列
シ
、
特
ニ
神
明
ニ
誓
ヲ
宣
ベ
、
以
テ
誠
ヲ
表
シ
、
其
霊
知
ヲ
以
テ
罪
ノ
有
無
ヲ

決
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
。
上
古
猶ユ

ダ
ヤ太
希
臘
羅
馬
ノ
際
已
ニ
類
似
ス
ル
者
ア
リ
。
中
古
日ゲ
ル
マ
ン

耳
曼
軍
法
ニ
於
テ
其
制
稍
定
リ
。
其
法
後
ニ
英
国

ニ
伝
テ
全
ク
備
ル
。
大
陪
審
ア
リ
小
陪
審
ア
リ
。
凡
訟
獄
皆
陪
審
ニ
依
テ
裁
判
ヲ
ナ
セ
リ
。
仏
国
ニ
於
テ
ハ
今
ヲ
距
ル
八
十
年
前
始

テ
英
国
ノ
法
ニ
倣
ヒ
大
小
陪
審
ヲ
設
ル
ノ
法
ヲ
議
定
ス
。
拿ナ

ポ
レ
オ
ン

破
崙
治
罪
法
ヲ
定
ル
ニ
至
テ
、
務
テ
陪
審
ノ
勢
ヲ
殺
ギ
、
大
陪
審
ヲ
廃

シ
、
特
ニ
小
陪
審
ヲ
置
キ
、
重
罪
ニ
於
テ
之
ヲ
用
フ
ル
ト
雖
モ
其
形
ヲ
存
シ
テ
其
実
ヲ
奪
ニ
観
美
ヲ
為
ス
ニ
過
ザ
ル
ノ
ミ
。

こ
の
部
分
は
、
井
上
毅
の
「
陪
審
考
」（
草
案
）
の
「
陪
審
沿
革
」
の
部
分
に
酷
似
す
る
。
そ
こ
で
井
上
は
「
陪
審
、
原
名
ハ
如ジ
ュ
リ
ー力
、
如

力
ト
ハ
、
宣
誓
人
ノ
義
、
国
民
官
吏
ニ
非
ス
シ
テ
審
判
ニ
陪
列
ス
ル
ヲ
以
テ
、
特
ニ
神
明
ニ
宣
誓
シ
テ
、
誠
ヲ
表
ス
、
故
ニ
宣
誓
ノ
名
ア

リ
、
陪
審
ハ
義
訳
ニ
シ
テ
、
直
訳
ニ
ア
ラ
ズ
…
上
古
猶
太
及
ヒ
希
臘
羅
馬
以
来
、
已
ニ
類
似
ス
ル
者
ア
リ
ト
雖
モ
…
中
古
日
耳
曼
人
ノ
軍

士
ノ
訟
獄
ヲ
決
ス
ル
ニ
…
軍
士
中
犯
人
ノ
同
例
タ
ル
者
…
其
廷
ニ
陪
列
セ
リ
、
其
法
後
英
国
ニ
伝
ヘ
タ
リ
…
大
陪
審
ア
リ
、
小
陪
審
ア
リ

…
仏
国
ニ
テ
ハ
…
今
ヲ
距
八
十
年
前
、
英
ノ
法
ニ
倣
ヒ
、
大
小
陪
審
ヲ
設
ル
ノ
法
ヲ
議
定
セ
リ
、
那
破
倫
治
罪
法
ヲ
定
ル
ニ
至
テ
、
務
テ

陪
審
ノ
勢
ヲ
殺
ギ
、
大
陪
審
ヲ
廃
シ
…
小
陪
審
ハ
其
形
ヲ
存
ス
ト
雖
モ
…
観
美
ヲ
為
ス
ニ
過
ザ
ル
ノ
ミ
）
（（
（

」
と
述
べ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

九
月
六
日
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
井
上
が
こ
の
理
由
書
の
作
成
に
か
か
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
理
由
書

は
フ
ラ
ン
ス
法
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
法
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
。
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抑
仏
国
法
ノ
如
キ
目
代
ノ
職
ア
リ
テ
訟
獄
ノ
法
ヲ
敬
慎
シ
、
広
ク
警
察
司
ヲ
布
テ
警
察
探
索
ノ
方
ヲ
遍
ク
シ
、
代
書
人
代
言
人
ア

リ
テ
原
被
告
人
答
弁
防
護
ノ
説
ヲ
尽
ス
。
加
之
控
訴
ノ
方
ヲ
恢
張
シ
テ
圧
制
威
逼
ノ
弊
ナ
カ
ラ
シ
ム
。
裁
判
上
心
ヲ
用
ル
丁
寧
反
履

行
ノ
如
シ
。
陪
審
ヲ
設
ケ
ナ
シ
ト
雖
モ
其
冤
抂
ナ
キ
断
ジ
テ
知
ベ
シ
。
惟
欧
州
各
国
民
権
ノ
強
盛
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
古
来
沿
習
慣
用
ス

ル
モ
ノ
之
ヲ
廃
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ベ
カ
ラ
ズ
。
故
ニ
拿
破
崙
陪
審
ヲ
置
ク
ト
雖
モ
大
ニ
其
勢
ヲ
殺
ギ
只
其
形
ヲ
存
ス
。
盖
シ
其
無
用

ニ
属
ス
ル
ヲ
以
テ
ナ
リ
。

こ
こ
も
井
上
が
フ
ラ
ン
ス
で
学
ん
だ
ば
か
り
の
知
識
を
披
露
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
検
察
官
と
全
国
的

な
警
察
組
織
、
代
訴
士
と
弁
護
士
が
存
在
し
、
法
廷
で
は
当
事
者
主
義
的
に
攻
撃
防
御
が
つ
く
さ
れ
、
さ
ら
に
上
訴
の
制
度
も
あ
る
の
だ

か
ら
、
陪
審
が
な
く
て
も
冤
罪
が
発
生
す
る
お
そ
れ
は
な
い
が
、
た
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
で
は
国
民
の
力
が
強
い
た
め
、
古
来
の
慣
習
を

捨
て
ら
れ
な
い
だ
け
で
あ
る
と
い
う
。
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
陪
審
の
範
囲
を
制
限
し
た
の
は
、
陪
審
制
度
が
そ
も
そ
も
無
用
だ
か
ら
で
あ
る
と

い
う
。

又
聞
英
国
ノ
法
陪
審
十
二
人
ノ
説
同
一
ナ
ル
ヲ
待
テ
犯
罪
ノ
有
無
ヲ
決
ス
。
陪
審
会
議
ノ
室
ニ
入
ヤ
兵
士
ヲ
シ
テ
看
護
セ
シ
メ
、

厳
ニ
他
人
ノ
出
入
ヲ
禁
ジ
、
飲
食
ヲ
与
ヘ
ズ
、
論
并
刻
ヲ
移
ス
ニ
至
レ
バ
飢
渇
ノ
患
ヲ
免
レ
ズ
。
故
ニ
気
力
強
壮
ナ
ラ
ザ
ル
者
ハ
其

困
苦
ニ
堪
ヘ
ズ
。
大
抵
雷
同
付
和
シ
テ
自
己
ノ
意
見
ヲ
貫
徹
ス
ル
能
ハ
ス
ト
。
議
論
ノ
一
定
セ
ザ
ル
ヲ
憂
ヒ
テ
此
法
ア
ル
ニ
至
ル
。

実
ニ
可
駭
可
笑
如
。
此
ハ
陪
審
ノ
設
ケ
特
ニ
無
用
ナ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
弊
害
亦
大
ナ
リ
。
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つ
ぎ
に
イ
ギ
リ
ス
の
陪
審
制
度
に
つ
い
て
の
伝
聞
と
し
て
、
陪
審
員
の
全
員
一
致
評
決
を
求
め
る
あ
ま
り
、
陪
審
員
を
評
議
室
に
隔
離

し
、
飲
食
を
禁
止
し
た
り
す
る
の
で
、
陪
審
員
は
苦
し
め
ら
れ
、
た
い
て
い
は
他
人
の
意
見
に
流
さ
れ
、
陪
審
は
無
用
で
あ
る
ば
か
り
か

弊
害
も
ま
た
大
き
い
と
の
説
明
が
な
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
は
イ
ギ
リ
ス
の
陪
審
に
対
す
る
多
少
の
誤
解
も
含
む
が
、
こ
れ
も
井
上
の
「
陪

審
考
」（
草
案
）
に
酷
似
す
る
。
そ
こ
で
井
上
は
「『
ハ
ン
リ
ー
セ
リ
エ
』
氏
曰
、
英
ノ
法
闔
員
同
説
ア
ラ
サ
レ
ハ
、
罪
ヲ
決
セ
ズ
…
英
国

相
法
ノ
旧
法
、
更
ニ
甚
タ
野
僻
ナ
ル
者
ア
リ
、
十
二
人
一
議
ニ
叶
同
ス
ル
コ
ト
、
其
実
或
ハ
難
シ
、
是
ニ
於
テ
一
ノ
方
便
ヲ
設
ケ
、
陪
審

室
ニ
入
リ
議
決
セ
サ
ル
ノ
間
ハ
、
戸
ヲ
鎭
メ
…
饑
ル
モ
食
ヲ
与
ヘ
ズ
…
時
移
リ
日
傾
ク
ノ
後
、
其
弱
キ
者
久
シ
ク
居
ル
ニ
堪
ヘ
ス
、
大
抵

它
ノ
説
ニ
留
同
シ
、
強
固
執
拗
ナ
ル
者
、
毎
常
勝
ヲ
占
ム
ル
而
已
）
（（
（

」
と
書
い
て
い
た
。
井
上
が
フ
ラ
ン
ス
留
学
中
の
講
義
を
受
け
た
ア
ン

リ
・
セ
リ
エ
の
話
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
本
理
由
書
に
井
上
が
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
こ
れ
で
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

方
今
吾
国
検
事
ノ
官
ヲ
置
キ
、
警
保
ノ
職
ヲ
設
ケ
、
又
越
訴
ノ
律
ヲ
廃
シ
、
以
テ
上
告
ノ
路
ヲ
開
キ
、
裁
判
所
ノ
法
制
其
大
綱
略

挙
ル
。
然
ド
モ
其
完
全
セ
ザ
ル
モ
ノ
猶
多
シ
。
未
ダ
全
国
中
ニ
裁
判
所
ヲ
置
ク
能
ハ
ズ
。
未
ダ
毎
区
ニ
警
察
官
吏
ヲ
布
ク
能
ハ
ズ
。

未
ダ
代
書
人
代
言
人
等
ヲ
設
ク
ル
能
ハ
ズ
。
拷
訊
法
ノ
如
キ
圧
制
ノ
者
ト
雖
モ
猶
未
ダ
之
ヲ
廃
ス
ル
能
ハ
ズ
。
夫
全
国
裁
判
所
ヲ
分

置
シ
、
判
事
検
事
ヲ
派
出
シ
、
以
テ
告
訴
糺
弾
ノ
法
ヲ
整
ヘ
毎
区
警
察
官
吏
ヲ
布
キ
以
テ
探
索
捕
亡
ノ
方
ヲ
遍
ク
シ
、
蹤
跡
証
慿
已

ニ
明
カ
ナ
レ
バ
老
奸
巨
猾
ト
雖
モ
其
情
ヲ
逃
ル
能
ハ
ズ
。
是
ニ
於
テ
始
テ
拷
訊
ノ
法
ヲ
廃
ス
ル
ヲ
得
ベ
シ
。
又
代
書
人
代
言
人
ヲ
設

ケ
備
ハ
リ
以
テ
原
被
告
人
答
弁
防
護
ノ
道
ヲ
尽
シ
、
無
知
蠢
愚
ノ
細
民
ト
雖
モ
其
情
事
ヲ
貫
徹
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
テ
其
所
ヲ
失
フ
者
無

ラ
シ
ム
。
以
上
諸
件
今
日
ニ
在
テ
最
大
急
務
ト
ス
ル
所
ナ
リ
。
陪
審
ノ
如
キ
ニ
至
テ
ハ
固
ヨ
リ
必
須
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
。
若
シ
必

ズ
陪
審
ヲ
設
ケ
ン
ト
欲
セ
バ
前
条
ノ
諸
法
完
全
ス
ル
ヲ
ニ
竢
テ
始
テ
之
ヲ
議
ス
ベ
シ
。
今
其
急
務
ヲ
措
テ
問
ハ
ズ
シ
テ
、
直
チ
ニ
必
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須
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ノ
陪
審
ヲ
設
ケ
ン
ト
ス
ル
ハ
緩
急
先
後
ノ
序
ヲ
量
ラ
ザ
ル
モ
ノ
ナ
リ
。

こ
こ
で
は
、
日
本
に
目
を
転
じ
て
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
の
「
司
法
職
務
定
制
」
に
よ
り
、
制
度
の
大
綱
は
示
さ
れ
た
も
の
の
、

地
方
官
の
抵
抗
に
よ
り
府
県
裁
判
所
の
設
置
、捕
亡
事
務
の
地
方
か
ら
国
へ
の
移
譲
が
な
か
な
か
す
す
ま
な
い
実
情
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

こ
れ
は
ま
さ
に
司
法
省
と
京
都
府
と
の
争
い
の
背
景
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
京
都
に
は
京
都
府
裁
判
所
は
設
置
さ
れ
て
い
た
が
、
明
治

六
年
の
時
点
で
は
、
府
県
裁
判
所
が
す
べ
て
の
府
県
に
設
置
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
こ
こ
で
拷
問
を
「
圧

制
ノ
者
」
と
断
言
し
た
こ
と
と
、
法
整
備
が
備
わ
っ
て
初
め
て
拷
問
が
廃
止
さ
れ
る
と
説
い
た
こ
と
で
あ
る
、
司
法
省
に
お
け
る
拷
問
廃

止
論
の
先
駆
け
で
あ
る）（（
（

。
さ
ら
に
、
刑
事
弁
護
人
制
度
の
導
入
も
視
野
に
お
き
な
が
ら
、
陪
審
の
導
入
は
必
須
で
は
な
い
と
す
る
。
ま
ず

は
拷
問
を
廃
止
す
る
た
め
の
法
整
備
こ
そ
が
先
決
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
拷
問
と
陪
審
の
関
係
は
井
上
の
関
心
事
の
一
つ
で
あ
っ

た
）
（（
（

。

且
陪
審
ヲ
選
択
ス
ル
ノ
法
固
ヨ
リ
臨
時
怱
卒
ト
出
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
。
之
ヲ
平
民
中
ニ
撰
ン
デ
官
吏
ノ
兼
任
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
。
又

其
法
全
国
一
般
犯
罪
ノ
為
メ
ニ
設
ク
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
、
独
リ
官
員
犯
罪
ノ
為
メ
ニ
設
ク
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
。
今
官
員
中
ニ
就
テ
臨
時
仮

ニ
陪
審
ニ
充
テ
之
ヲ
官
員
犯
罪
ノ
ミ
ニ
用
ヒ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
其
名
同
ク
シ
テ
其
実
各
国
ノ
法
ト
殊
異
背
馳
ス
如
。
此
ハ
陪
審
ノ
趣
意

ヲ
失
フ
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
、
事
務
上
ニ
裨
益
ナ
ク
シ
テ
徒
ラ
ニ
紛
冗
ヲ
醸
ス
ノ
患
ア
ラ
ン
カ
。
因
テ
之
ヲ
熟
考
ス
ル
ニ
陪
審
ハ
英
仏
諸
国

ニ
於
テ
モ
猶
無
用
ニ
シ
テ
弊
害
ア
リ
ト
ナ
ス
。
況
ン
ヤ
彼
我
国
体
不
同
民
情
亦
殊
ナ
リ
。
固
ヨ
リ
彼
国
ノ
人
民
ニ
対
シ
テ
陪
審
ヲ
設

ク
ル
ニ
傚
フ
ニ
及
バ
ズ
。
且
ツ
今
日
急
務
未
ダ
挙
ラ
ズ
、
法
制
未
ダ
備
ハ
ラ
ザ
ル
ノ
時
ニ
於
テ
此
無
用
ノ
モ
ノ
ヲ
設
ル
ハ
、
恐
ラ
ク
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ハ
得
不
償
失
法
ノ
善
ナ
ル
者
ニ
非
ズ
。
是
陪
審
ノ
議
ヲ
廃
セ
ン
ト
欲
ス
ル
所
以
ナ
リ
。
謹
デ
議
ス
。

結
び
と
し
て
、
陪
審
員
の
選
出
の
た
め
の
制
度
も
ま
っ
た
く
整
っ
て
い
な
い
し）（（
（

、
官
吏
に
よ
る
裁
判
は
本
来
の
陪
審
で
は
な
い
し
、
ま

た
官
吏
の
犯
罪
の
た
め
だ
け
の
裁
判
も
陪
審
と
は
呼
べ
な
い
と
た
た
み
か
け
る
。
さ
ら
に
、
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
で
も
陪
審
は
無
用
か

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
有
害
な
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
国
体
も
民
情
も
異
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
陪
審
は
不
要
で
あ
っ
て）（（
（

、
他
の

法
整
備
が
先
決
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
理
由
書
は
尾
佐
竹
が
「
立
派
な
る
反
対
論
」
と
驚
い
た
よ
う
に）（（
（

、
徹
底
し
た
陪
審
反
対
論
で
あ

り
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
井
上
毅
が
深
く
関
与
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
官
吏
に
よ
る
陪
審
を
主
張
し
て
わ
ず
か
二
週

間
で
の
変
貌
ぶ
り
で
あ
る
が
、
取
り
下
げ
要
求
自
体
は
政
治
的
な
駆
け
引
き
の
色
合
い
が
濃
い
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
の
急
変
ぶ
り
は
九

月
三
〇
日
の
理
由
書
に
お
い
て
反
対
論
の
起
案
を
任
さ
れ
た
井
上
が
そ
の
持
論
を
展
開
し
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
れ
を
受
け
取
っ
た
太
政
官
で
は
、
実
は
す
で
に
、
正
院
に
お
い
て
九
月
二
八
日
に
陪
審
規
則
の
完
成
を
み
て
い
た
。
正
院
法

制
課
長
の
楠
田
英
世
は
司
法
省
の
理
由
書
を
受
け
て
、
一
〇
月
三
日
に
こ
の
理
由
書
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
の
意
見
を
上
申
し
て
い
る）（（
（

。

楠
田
は
本
件
が
「
京
都
府
ト
京
都
裁
判
所
ト
ノ
間
ニ
於
テ
職
務
上
ノ
争
」
で
あ
り
、
一
方
当
事
者
で
あ
る
司
法
省
が
こ
れ
を
裁
判
す
る
の

は
「
不
都
合
」
で
あ
っ
て
本
来
は
「
国
議
院
（
国
会
の
意
味
）
中
裁
判
所
ヲ
設
ル
」
べ
き
場
面
で
は
あ
る
が
、
そ
う
し
た
制
度
も
な
い
た

め
、「
陪
審
ノ
設
ケ
已
ム
ヲ
得
」
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
い
ま
さ
ら
司
法
省
が
「
陪
審
平
民
中
ヨ
リ
撰
択
ス
ル
等
ノ
」
原
則
論

を
持
ち
出
し
て
陪
審
の
「
有
用
無
用
」
を
論
じ
る
の
は
お
か
し
い
と
批
判
し
た
。
さ
ら
に
、
楠
田
は
、「
司
法
省
ニ
於
テ
仏
国
ニ
倣
ヒ
検

事
ヲ
オ
キ
警
保
ヲ
設
ケ
上
告
ノ
道
ヲ
開
ク
ト
云
ト
雖
モ
」
実
際
刑
事
事
件
に
は
上
訴
の
制
度
が
な
く
、
こ
の
こ
と
が
京
都
府
知
事
・
参
事

が
刑
を
拒
む
「
原
由
」
で
あ
っ
て
、「
今
刑
事
控
訴
ノ
道
開
サ
ル
日
ニ
当
リ
陪
審
ノ
設
ケ
ナ
ク
シ
テ
ハ
、
何
ヲ
以
テ
裁
判
官
ノ
偏
頗
ナ
キ
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〇

ト
裁
判
ノ
公
正
ナ
ル
ヲ
證
ス
ル
ヤ
」
と
公
正
な
裁
判
の
た
め
に
陪
審
が
必
要
で
あ
る
と
上
申
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
に
は
上
訴
制
度
が
あ
る
か

ら
陪
審
が
な
く
て
も
冤
罪
は
起
こ
ら
な
い
と
い
う
理
由
書
の
論
理
を
巧
み
に
利
用
し
て
反
論
し
て
い
る
。
楠
田
は
す
で
に
九
月
二
八
日
に

提
出
済
み
の
「
陪
審
略
規
則
」
を
認
め
て
欲
し
い
と
し
な
が
ら
、「
尤
陪
審
之
名
義
若
シ
不
相
当
ニ
候
ハ
バ
参
座
ト
被
相
改
可
然
」
と
名

前
を
「
参
座
」
と
変
更
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
理
由
書
が
官
吏
の
裁
判
は
陪
審
で
な
い
と
い
う
の
な
ら
、
名
前
を
変
え
て
は
ど
う

か
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
結
局
、九
月
二
八
日
の
段
階
で
「
陪
審
」
な
い
し
「
陪
審
ノ
者
」
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
が
「
参
座
」
と
改
め
ら
れ
、

次
の
「
参
座
規
則
」
が
一
〇
月
九
日
に
公
布
さ
れ
た
。

　
　
　
　

参
坐
規
則

一　

臨
時
裁
判
所
ニ
於
テ
裁
判
ノ
公
正
ヲ
證
ス
ル
カ
為
参
座
ヲ
設
ク
其
規
則
左
ノ
如
シ

一　

参
座
ハ
其
時
ニ
臨
内
閣
ニ
於
テ
議
定
シ
諸
官
員
ノ
中
ヲ
以
テ
之
ヲ
命
ス
ヘ
シ

一　

参
座
ハ
九
人
ト
定
ム
若
シ
已
ヲ
得
サ
ル
公
事
ア
ル
時
ハ
闕
席
ヲ
許
ス
ト
雖
モ
六
人
出
席
セ
サ
レ
ハ
裁
判
ヲ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ス

一　

罪
ノ
軽
重
ヲ
決
ス
ル
ハ
判
事
ノ
任
ト
雖
モ
罪
ア
ル
ト
否
ト
ヲ
定
ル
ハ
参
座
ノ
権
ト
ス

一　

拷
問
ヲ
用
ル
時
ハ
参
坐
ノ
承
諾
ヲ
得
テ
然
ル
後
チ
行
フ
コ
ト
ヲ
得
ル

右
条
件
ノ
外
増
加
或
ハ
斟
酌
ス
ヘ
キ
ハ
参
座
実
際
ニ
於
テ
取
調
可
伺
出
事）（（
（

尾
佐
竹
は
「
罪
あ
る
と
否
と
を
定
む
る
は
参
座
の
権
と
規
定
し
た
の
は
天
晴
立
派
な
陪
審
で
あ
る
」
と
し
て
、
拷
問
に
つ
い
て
も
「
参

座
の
承
認
を
要
す
と
為
し
た
る
は
当
時
と
し
て
進
ん
だ
る
立
法
」
と
す
る
が）（（
（

、
幕
府
の
裁
判
で
は
御
目
見
以
上
の
武
士
に
対
す
る
拷
問
は
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老
中
の
許
可
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
も
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）（（
（

。
明
治
六
年
一
月
の
「
断
獄
則
例
」
が
身
分
に
よ
ら
な
い
平
等
な
扱

い
を
定
め
た
こ
と
か
ら
、
士
族
も
理
論
上
は
平
等
に
拷
問
さ
れ
え
た
の
で
あ
っ
て）（（
（

、
一
見
進
歩
の
よ
う
で
も
あ
り
、
後
退
の
よ
う
で
も
あ

る
。
事
件
の
経
緯
は
詳
述
す
る
余
裕
が
な
い
が
、
槇
村
ら
が
「
恐
入
」
ら
ず
、
す
な
わ
ち
自
白
せ
ず
、
し
か
し
拷
問
も
事
実
上
は
難
し
く
、

手
詰
ま
り
状
態
で
あ
っ
た
が
、
突
如
、
本
件
の
参
座
は
一
二
月
二
九
日
に
三
条
実
美
に
よ
っ
て
解
散
さ
せ
ら
れ
、
大
晦
日
一
二
月
三
一
日
、

通
常
裁
判
に
よ
っ
て
長
谷
に
四
十
円
、
槇
村
に
三
十
円
の
贖
罪
金
が
科
せ
ら
れ
て
終
結
し
た
の
で
あ
る）（（
（

。

さ
て
、
も
う
一
つ
の
実
例
は
、
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年
に
お
き
た
廣
澤
参
議
暗
殺
事
件
に
対
す
る
参
座
裁
判
で
あ
る
。
通
常
の
刑
事

事
件
で
は
あ
る
も
の
の
、
尾
佐
竹
が
「
始
め
事
件
の
嫌
疑
者
に
対
し
警
察
側
は
極
力
有
罪
を
主
張
し
、
判
事
側
は
無
罪
を
主
張
し
、
両
々

相
持
し
て
下
ら
ず
、
之
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
設
け
ら
れ
た
の
が
参
座
で
あ
る
）
（（
（

」
と
い
う
よ
う
に
、
今
度
は
、
司
法
省
対
警
視
庁
と
い

う
対
立
構
造
で
あ
る
。
こ
の
事
件
の
た
め
の
新
た
な
参
座
規
則
が
制
定
さ
れ
た
が
、
弁
護
官
す
な
わ
ち
刑
事
弁
護
人
が
置
か
れ
た
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。
尾
佐
竹
は
こ
の
点
に
つ
き
「
英
国
流
の
制
度
を
翻
訳
し
た
面
影
が
あ
り
、
現
に
草
案
に
は
陪
審
の
熟
語
を
も
用
ひ
た
訳
文

も
添
付
し
て
あ
っ
た
）
（（
（

」
と
い
う
が
、
筆
者
は
未
見
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
こ
の
規
則
の
下
で
「
空
前
絶
後
の
大
法
廷
」
が
開
か
れ
、
主
犯

格
と
さ
れ
た
起
田
を
は
じ
め
被
告
人
ら
は
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
七
月
一
三
日
、
一
四
日
に
解
放
（
無
罪
）
を
言
い
渡
さ
れ
た）（（
（

。

こ
の
よ
う
な
参
座
は
今
日
の
目
か
ら
見
れ
ば
陪
審
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
小
野
組
転
籍
事
件
（
京
都
府
事
件
）
の
本
質
は

京
都
府
と
司
法
省
と
の
争
い
を
当
初
裁
判
所
が
単
独
で
解
決
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
端
を
発
し
、
結
局
は
ほ
と
ん
ど
政
治
的
に
決
着
し
た

の
で
あ
る
。
ま
た
、
廣
澤
参
議
暗
殺
事
件
も
同
様
に
警
視
庁
と
司
法
省
の
争
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
、
従
来
の
裁
判
の
様
々

な
問
題
点
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
花
井
卓
蔵
の
よ
う
な
後
の
有
力
な
陪
審
推
進
論
者
に
お
い
て
、
参
座
と
陪

審
が
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
花
井
卓
蔵
は
、
京
都
府
事
件
と
廣
澤
参
議
暗
殺
事
件
を
紹
介
し
た
後



一
六
二

で
「
斯
の
如
く
参
座
は
、
官
吏
を
も
っ
て
構
成
せ
ら
れ
た
が
、
前
の
二
大
事
件
に
於
い
て
相
当
に
効
果
を
奏
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
更

に
進
ん
で
真
の
陪
審
、
即
ち
民
衆
を
し
て
陪
審
員
た
ら
し
む
る
制
度
の
実
現
せ
ら
れ
る
べ
き
が
順
序
で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ

る
）
（（
（

。さ
て
、
両
参
座
事
件
に
共
通
す
る
論
点
の
一
つ
に
拷
問
問
題
が
あ
っ
た
。
廣
澤
参
議
暗
殺
事
件
と
直
接
関
連
す
る
か
は
実
際
の
と
こ
ろ

不
明
で
は
あ
る
が
、
本
件
の
い
つ
終
わ
る
と
も
し
れ
ぬ
過
酷
な
取
調
が
続
い
て
い
た
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
一
一
月
二
七
日
、
司
法
卿

大
木
喬
任
は
三
条
太
政
大
臣
に
「
拷
訊
ヲ
廃
シ
陪
審
ヲ
設
ル
ノ
儀
伺
」
を
上
申
し
て
い
た）（（
（

。
司
法
省
は
起
田
が
無
実
で
あ
る
と
の
心
証
を

得
て
い
な
が
ら
も
、
警
視
庁
か
ら
「
遣
り
方
が
手
ぬ
る
い
」
と
抗
議
さ
れ
る
な
ど
し
た
た
め
、「
九
月
以
来
三
十
六
度
の
吟
味
」
を
し
「
三

度
拷
問
」
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら）（（
（

、
ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
に
あ
た
る
。「
糺
獄
ノ
拷
訊
ヲ
用
ユ
ル
ハ
素
ヨ
リ
苛
刻
ニ
渉
リ
冤
枉
ニ
陥

ル
」
お
そ
れ
が
あ
る
と
し
、「
世
ノ
進
歩
ニ
随
ヒ
世
上
ノ
囂
サ
」
が
生
じ
「
外
国
人
ノ
誹
議
」
を
き
た
す
と
い
う
が
、
前
者
は
津
田
眞
道

の
「
拷
問
論
」
を
後
者
は
ブ
ス
ケ
を
意
識
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か）（（
（

。
さ
ら
に
、「
当
省
本
年
第
十
九
号
」
で
拷
問
の
原
則
禁
止
を
布
達
し

た
が）（（
（

、
完
全
に
廃
止
で
き
な
い
の
は
「
其
罪
ヲ
断
ズ
ル
ハ
口
供
結
案
ニ
依
ル
ノ
律
」
が
原
因
で
あ
る
と
し
て
、
こ
れ
に
「
換
ル
」
も
の
と

し
て
「
欧
州
各
国
」
の
よ
う
に
陪
審
を
置
き
た
い
と
い
う
の
で
あ
る）（（
（

。
こ
こ
で
は
「
陪
審
固
ヨ
リ
百
中
ス
ベ
キ
ト
認
ズ
ル
ニ
非
ズ
ト
雖
モ
、

之
ヲ
国
憲
ニ
掲
ゲ
之
ヲ
国
法
ニ
示
シ
、
以
テ
国
民
一
般
認
承
セ
シ
モ
ノ
也
」
と
し
な
が
ら
、「
拷
訊
ヲ
廃
止
セ
ン
ト
欲
セ
バ
口
供
結
案
ヲ

廃
セ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
、
口
供
結
案
ヲ
廃
止
セ
ン
ト
欲
セ
バ
陪
審
亦
設
ケ
ザ
ル
可
カ
ラ
ズ
）
（（
（

」
と
し
て
、
国
憲
と
国
法
に
関
わ
る
が
「
人
民
多

少
ノ
幸
福
」
を
増
進
で
き
る
の
で
御
詮
議
さ
れ
た
い
と
上
申
し
た
。
さ
し
あ
た
り
「
判
事
及
ビ
其
他
ノ
人
員
」
に
よ
る
仮
の
陪
審
を
行
い

た
い
と
も
付
言
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
左
院
は
明
治
七
年
一
二
月
四
日
、
議
長
伊
地
知
正
治
、
臨
時
御
用
取
調
掛
尾
崎
三
良
、
法
制
課
長

西
岡
逾
明
の
連
名
で
、
陪
審
は
「
国
憲
ニ
関
係
シ
頗
ル
重
大
事
件
ニ
テ
容
易
ニ
施
行
」
で
き
な
い
と
し
、
ま
た
、
陪
審
が
証
拠
を
も
っ
て
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罪
の
有
無
を
決
す
る
と
い
っ
て
も
「
其
方
法
条
例
」
に
つ
い
て
は
「
時
勢
人
情
」
を
斟
酌
し
な
け
れ
ば
、か
え
っ
て
「
紛
乱
ヲ
醸
シ
弊
害
」

と
な
る
の
で
「
其
方
法
並
ニ
施
行
ノ
順
序
等
」
は
ま
ず
は
左
院
で
「
審
査
草
案
」
す
べ
き
で
あ
る
と
上
申
し
た）（（
（

。
そ
の
一
方
で
、
判
事
ら

に
よ
る
仮
陪
審
に
つ
い
て
は
「
原
旨
ニ
悖
」
る
の
で
決
し
て
認
め
な
い
よ
う
に
釘
を
さ
し
て
い
る
。
ほ
ぼ
こ
の
上
申
を
踏
ま
え
て
、
明
治

七
年
一
二
月
二
二
日
に
は
、
司
法
省
に
対
し
て
「
追
テ
被
定
候
迄
ハ
従
前
之
通
可
相
心
得
候
」
と
し
、
さ
ら
に
仮
陪
審
の
案
に
つ
い
て
は
、

「
難
聞
届
」
と
し
な
が
ら
、「
重
罪
等
ニ
テ
證
訟
或
ハ
犯
罪
十
分
ノ
見
込
有
之
者
」
が
自
白
し
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
そ
の
都
度
「
可
伺
出

事
」
と
の
回
答
が
な
さ
れ
た）（（
（

、

結
局
、
陪
審
の
設
置
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
司
法
省
が
拷
問
廃
止
を
最
優
先
の
課
題
と
し
、
陪
審
制
を
採
用
し
な
け
れ
ば
拷
問
が

廃
止
で
き
な
い
と
の
立
場
を
唱
え
た
点
は
重
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
司
法
省
は
陪
審
設
置
が
憲
法
に
か
か
わ
る
と
し
つ
つ
、
た
と
え
陪
審

が
完
璧
で
は
な
い
に
せ
よ
国
民
に
支
持
さ
れ
る
は
ず
で
あ
り
、
国
民
の
幸
福
に
も
つ
な
が
る
と
し
て
そ
の
導
入
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
か

ら
、
現
代
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
憲
法
上
の
人
権
保
障
を
ふ
ま
え
た
陪
審
導
入
論
を
展
開
し
て
い
た
と
評
価
で
き
る
。
こ
の
精
神
は
刑

事
弁
護
人
の
設
置
な
ど
を
定
め
た
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
の
参
座
規
則
に
あ
る
程
度
は
反
映
さ
れ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、

左
院
の
「
人
情
」
論
は
日
本
人
の
国
民
性
と
し
て
現
在
で
も
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
論
法
で
は
あ
る
が
、
保
守
的
と
さ
れ
る
左
院
も
西
洋
法

に
つ
い
て
そ
れ
な
り
の
関
心
を
有
し
て
い
た
こ
と
は
看
過
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い）（（
（

。
も
っ
と
も
、
仮
陪
審
を
判
事
に
よ
っ
て
構
成
し
た
い

と
い
う
主
張
は
今
日
か
ら
す
る
と
奇
妙
に
響
く
が
、
西
洋
の
陪
審
を
主
張
し
な
が
ら
も
、
複
数
の
裁
判
官
が
審
理
に
立
ち
会
う
こ
と
、
す

な
わ
ち
陪
席
裁
判
官
も
陪
審
と
は
基
本
的
に
異
な
ら
な
い
と
い
う
意
識
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う）（（
（

。
前
章
で
は
、
な
ぜ
「
陪
審
」
と
い

う
言
葉
に
「
確
定
」
し
た
か
に
つ
い
て
は
十
分
踏
み
込
め
な
か
っ
た
が
、
陪
審
と
陪
席
が
ほ
ぼ
同
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
言
葉
の

定
着
に
つ
い
て
示
唆
に
富
む
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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新
聞
に
お
け
る
陪
審
論

新
聞
も
陪
審
設
置
を
求
め
た
。
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
四
月
二
五
日
の
『
東
京
日
日
新
聞
』
社
説
は
「
拷
問
ヲ
廃
（
シ
）
…
陪ジ
ュ
リ
ー審
ノ
参

座
ヲ
設
」
け
よ
と
、
七
月
三
一
日
社
説
（
末
松
謙
澄
署
名
）
も
「
拷
問
可
廃
ノ
理
ヲ
天
下
ニ
示
シ
…
陪
審
ノ
良
法
ヲ
議
定
」
せ
よ
と
論
じ
て

い
た
。
し
か
し
、
陪
審
の
論
拠
は
こ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
の
民
撰
議
院
設
立
建
白
書
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
自
由
民
権
運
動
の
端
緒
と
な
っ
た
が
、
明
治
八
年
に
は
国
会
開
設
要
求
と
と
も
に
裁
判
制
度
の
改
革
、
な
か
で
も
陪
審
制
の
導
入
が
、

在
野
の
各
新
聞
に
お
い
て
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
今
日
の
日
本
で
も
陪
審
制
度
や
裁
判
員
制
度
は
い
わ
ゆ
る
「
国
民
の

司
法
参
加
」
の
表
題
の
も
と
で
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
独
特
の
視
点
は
こ
こ
に
起
源
を
有
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

主
筆
福
地
源
一
郎
の
も
の
と
思
わ
れ
る
『
東
京
日
日
新
聞
』
社
説
（
明
治
八
年
八
月
一
二
日
）
は
、「
天
下
ノ
政
務
ハ
真
ノ
小
人
ニ
謬
マ

ラ
レ
ズ
シ
テ
偽
君
子
ニ
謬
マ
ラ
ル
。
偽
君
子
ナ
ル
聚
斂
ノ
臣
ア
ラ
ン
ヨ
リ
ハ
寧
ロ
真
小
人
ナ
ル
盗
臣
ア
ル
ニ
如
カ
ズ
」
と
は
じ
ま
り
、
政

府
内
の
偽
君
子
を
告
発
す
る
よ
う
な
書
き
だ
し
で
あ
る
。
偽
君
子
と
は
博
識
多
才
の
学
士
で
あ
る
政
府
顧
問
だ
が
、
栄
達
を
熱
望
す
る

あ
ま
り
、
卿
相
に
迎
合
す
る
ば
か
り
で
国
家
の
進
歩
を
慮
ら
な
い
者
と
さ
れ
る
。「
架
空
ノ
想
像
」
で
あ
る
と
前
置
き
し
な
が
ら
、
例
え

ば
、
国
会
開
設
に
お
い
て
は
、
卿
相
の
顔
色
を
う
か
が
い
、
か
す
か
で
も
懸
念
の
色
を
察
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
何
々
、
イ
ギ
リ
ス
で

は
何
々
、
ス
ペ
イ
ン
で
は
何
々
、
ド
イ
ツ
で
は
何
）々
（（
（

と
そ
の
弊
害
の
み
を
説
い
て
「
緊
切
ナ
ル
根
理
ヲ
密
封
シ
テ
毫
モ
之
ヲ
開
張
」
し
よ

う
と
し
な
い
と
い
う
。
こ
う
し
た
例
と
し
て
は
ほ
か
に
、「
州
会
邑
会
」
の
設
置
、「
人ハ

ビ
ア
ス身
保コ
ル
ピ
ュ
ス護
律ア
ッ
ト

」
の
制
定
、「
刑
事
代
言
」
お
よ
び

「
参
座
陪
審
」
の
導
入
、「
自
由
信
仰
自
由
出
版
」
の
保
障
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
陪
審
に
つ
い
て
、
偽
君
子
は
「
陪
審
役
ヲ
シ
テ
罪
ノ
有

無
ヲ
決
セ
シ
ム
ル
ノ
論
ヲ
聞
ケ
バ
又
ソ
ノ
意
ヲ
探
リ
外
国
ノ
陪
審
役
ハ
何
程
ニ
実
効
ナ
キ
カ
ヲ
弁
」
じ
る
と
い
う
。
ま
た
、「
自
由
出
版
」
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に
つ
い
て
、
偽
君
子
は
「
英
米
ニ
ハ
某
某
ノ
著
書
ア
リ
テ
行
政
ノ
障
碍
タ
ル
ノ
弊
ヲ
免
レ
ズ
、
仏
日）（（
（

露
ノ
諸
国
ノ
出
版
規
制
ハ
斯
ノ
如
シ

ト
論
ジ
、
復
タ
決
シ
テ
思
想
発
言
ノ
自
由
ヲ
圧
抑
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
論
ゼ
ザ
ル
」
と
い
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
社
説
の
主
眼
は
こ
の
「
自

由
出
版
」
の
部
分
で
あ
り
、
新
聞
紙
条
例
の
制
定
者
で
あ
る
尾
崎
三
良
と
井
上
毅
を
批
判
し
て
い
る
と
受
け
取
ら
れ
て
も
お
か
し
く
な

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

社
説
は
、
こ
れ
ら
す
べ
て
の
事
柄
が
「
国
家
ノ
隆
盛
ヲ
謀
リ
人
民
ヲ
進
歩
ヲ
導
ク
為
ニ
緊
要
」
で
あ
る
こ
と
、「
開
明
ノ
各
国
ニ
施
為

シ
テ
其
ノ
利
益
」
が
大
き
い
こ
と
、「
人
民
ノ
自
由
ト
権
利
ト
ニ
於
テ
之
ヲ
有
ス
ベ
キ
根
理
」
が
あ
る
こ
と
は
、「
不
学
無
術
」
の
人
間
で

も
わ
か
る
の
だ
か
ら
「
博
識
多
才
ナ
ル
学
士
」
な
ら
十
分
承
知
し
て
い
る
は
ず
だ
と
批
判
し
な
が
ら
も
、「
幸
ニ
此
輩
ノ
影
ヲ
ダ
ニ
見
ズ

ト
雖
ド
モ
預
シ
メ
之
ヲ
未
然
ニ
鑑
ミ
ザ
ル
可
カ
ラ
ザ
ル
也
」
と
あ
く
ま
で
架
空
の
話
と
い
う
こ
と
で
押
し
通
し
て
い
る
。

こ
の
社
説
が
書
か
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
、
同
年
六
月
に
讒
謗
律
と
新
聞
紙
条
例
が
布
告
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

曙
新
聞
編
集
長
末
広
鉄
腸
が
同
年
七
月
二
〇
日
の
投
書
を
理
由
に
自
宅
禁
錮
と
罰
金
を
科
さ
れ
た
の
は
八
月
七
日
で
あ
っ
た
。
八
月
九
日

に
は
成
島
柳
北
が
こ
れ
に
対
す
る
批
判
記
事
を
書
い
て
お
り
（
八
月
二
八
日
に
自
宅
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
）、
こ
の
社
説
が
発
表
さ
れ
た

八
月
一
二
日
当
日
に
は
御
用
新
聞
東
京
日
日
の
編
集
長
甫
喜
山
景
雄
ま
で
も
が
罰
金
と
自
宅
禁
錮
の
処
分
を
う
け
て
い
る）（（
（

。
後
に
回
想
す

る
よ
う
に
「
文
章
の
趣
意
を
婉
曲
に
廻
ら
し
、
用
語
の
穏
和
な
る
を
択
び
、
迂
回
の
筆
を
巧
み
に
し
て
、
其
裏
面
よ
り
潜
行
）
（（
（

」
し
た
の
で

は
あ
ろ
う
が
、
緊
張
感
の
伝
わ
っ
て
く
る
社
説
で
あ
る
。

八
月
二
四
日
に
は
、
民
権
派
の
『
郵
便
報
知
新
聞
』
に
箕
浦
勝
人
に
よ
る
「
社
説
」
が
掲
載
さ
れ
、
陪
審
賛
成
論
が
展
開
さ
れ
る
。

「
我
輩
ハ
切
ニ
民
会
ノ
起
サ
ザ
ル
可
カ
ラ
ザ
ル
ト
陪
審
官
ノ
置
カ
ザ
ル
可
ラ
ザ
ル
ト
ヲ
信
ズ
ル
」
と
始
ま
る
社
説
に
お
い
て
、
国
会
の
開

設
と
陪
審
の
導
入
が
説
か
れ
て
い
る
。
箕
浦
は
「
陪
審
官
ヲ
置
テ
審
判
ヲ
行
フ
ガ
如
キ
ハ
審
判
法
ノ
最
大
切
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
」
と
し
、
十
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分
な
学
識
と
経
験
が
あ
る
裁
判
官
が
も
し
い
れ
ば
裁
判
官
一
人
に
よ
る
裁
判
で
も
か
ま
わ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
人
は
「
容
易
ニ
得
ラ
ル

ベ
キ
モ
ノ
ニ
非
ズ
」
と
し
、「
心
匠
ノ
慣
習
ヲ
異
ニ
シ
能
力
才
気
ヲ
異
ニ
シ
タ
ル
数
人
ヲ
シ
テ
考
定
セ
シ
ム
ル
ヲ
以
テ
最
上
ノ
正
道
ヲ
得

ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
裁
判
官
よ
り
も
複
数
の
国
民
の
方
が
正
し
い
判
断
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
点
は
「
政
府
ヲ

相
手
取
タ
ル
」
裁
判
に
お
い
て
は
「
国
王
」
に
任
命
さ
れ
た
裁
判
官
で
は
「
正
道
」
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
ま
で
い
う
。
そ
し
て

「
正
道
ヲ
保
チ
人
民
ノ
権
義
ヲ
伸
張
ス
ル
ニ
於
テ
陪
審
法
ノ
緊
要
ナ
リ
ト
ス
ル
所
以
」
で
あ
る
と
、
能
力
の
不
十
分
な
裁
判
官
に
よ
る
と

き
と
し
て
不
正
な
裁
判
か
ら
国
民
の
人
権
を
守
る
も
の
し
て
陪
審
制
が
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
き
わ
め
て
西
洋
的
な
陪
審
制
解
釈

で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
箕
浦
は
国
会
の
開
設
や
陪
審
の
設
置
に
よ
る
「
現
時
ノ
成
効
ニ
ノ
ミ
着
目
ス
可
ラ
ズ
」
と
い
う
。
つ
ま
り
「
民
会
陪
審
ニ

テ
人
民
ヲ
教
育
ス
ル
ハ
枝セ

コ
ン
ダ
リ
ー葉
ノ
如
ク
ナ
レ
ド
モ
」
む
し
ろ
そ
う
で
は
な
く
、
国
の
進
歩
の
根
幹
に
か
か
わ
る
と
し
、「
人
民
ノ
無
智
ト

無
気
ト
ヲ
憂
フ
ル
モ
ノ
ハ
速
ニ
民
会
ヲ
起
シ
陪
審
法
ヲ
開
ク
ベ
シ
」
と
国
会
の
開
設
と
陪
審
の
設
置
が
国
民
の
教
育
に
つ
な
が
る
と
し
て

い
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
こ
こ
で
ト
ク
ヴ
ィ
ル
や
ミ
ル
を
想
起
し
て
も
よ
い
。
お
そ
ら
く
箕
浦
の
意
図
は
そ
こ
に
あ
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
の
場
合
に
は
や
が
て
こ
の
論
法
が
独
特
の
展
開
を
遂
げ
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。

具
体
的
な
刑
事
事
件
を
き
っ
か
け
と
し
て
陪
審
賛
成
論
を
唱
え
た
も
の
も
あ
る
。
同
年
八
月
二
五
日
の
『
朝
野
新
聞
』
の
「
論
説
」
で

あ
る
。
成
島
柳
北
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
八
月
一
二
日
の
実
際
の
判
決
に
つ
い
て
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。
再
審
に

よ
っ
て
あ
る
男
の
冤
罪
が
晴
ら
さ
れ
た
と
い
う
事
件
で
あ
っ
た
が
、
無
罪
を
喜
ぶ
と
い
う
よ
り
「
其
罪
無
ク
シ
テ
強
イ
テ
罪
ニ
伏
シ
タ
ル

伝
五
郎
（
被
告
人
）
ノ
心
ニ
於
テ
、
幾
許
ノ
痛
恨
ヲ
懐
キ
タ
リ
シ
ヤ
、
我
輩
ハ
其
ノ
口
供
ヲ
甘
受
シ
、
捺
印
シ
、
処
刑
ヲ
申
シ
渡
サ
レ
タ

ル
時
ヲ
回
顧
想
像
ス
レ
バ
、
凄
然
ト
シ
テ
膚ハ

ダ
ハ

栗
シ
、
泫
然
ト
シ
テ
涙
下
ル
」
と
自
白
を
強
要
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
被
告
人
に
同
情
を
寄
せ
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て
い
る
。
無
実
で
あ
れ
ば
こ
そ
「
口
供
ニ
捺
印
シ
恐
入
候
事
ノ
四
字
ヲ
甘
受
」
し
た
と
き
の
無
念
さ
に
思
い
を
い
た
し
て
い
る
の
で
あ

る
）
（（
（

。
こ
の
社
説
は
「
嗚
呼
文
明
ナ
ル
泰
西
各
国
ノ
人
民
ヲ
保
護
ス
ル
ヤ
厚
シ
。
故
ニ
上
告
ノ
法
ア
リ
陪
審
ノ
法
ア
リ
以
テ
無
辜
ヲ
罰
ス
ル

ノ
過
チ
無
カ
ラ
ン
ヲ
欲
ス
。
我
ガ
政
府
モ
亦
近
頃
大
審
院
、
上
等
裁
判
所
、
上
告
ノ
法
ヲ
定
メ
ラ
レ
タ
リ
」
と
刑
事
被
告
人
の
人
権
保
護

の
た
め
に
陪
審
と
上
訴
制
度
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
、日
本
の
法
制
度
改
革
が
着
実
に
進
ん
で
い
る
こ
と
を
歓
迎
す
る
。
す
で
に
、

こ
の
時
期
、
刑
事
の
上
訴
に
つ
い
て
は
、
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
四
月
、
フ
ラ
ン
ス
の
破
毀
院
を
模
範
と
し
、
井
上
毅
の
立
案
に
か
か

る
大
審
院
が
設
置
さ
れ
、
大
審
院
の
下
に
上
等
裁
判
所
、
府
県
裁
判
所
が
お
か
れ
、
上
訴
手
続
が
整
備
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る）（（
（

。
さ
ら
に

社
説
は
「
将
ニ
進
ン
デ
陪
審
ノ
法
ヲ
設
ケ
拷
問
ノ
法
ヲ
廃
ス
ル
モ
亦
近
キ
ニ
在
ラ
ン
歟
。
若
シ
然
ラ
バ
我
輩
ハ
再
拝
稽
首
シ
テ
我
ガ
全
国

人
民
ノ
幸
福
ヲ
享
ケ
以
テ
至
大
至
重
ナ
ル
己
レ
ノ
身
家
ヲ
保
全
ス
ル
ヲ
得
ル
ヲ
賀
セ
ン
ト
ス
」
と
結
び
、
拷
問
廃
止
と
陪
審
設
置
の
早
期

実
施
を
遠
回
し
な
表
現
で
要
求
す
る
の
で
あ
る
。

陪
審
賛
成
論
ば
か
り
で
は
な
く
、
慎
重
論
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
。『
東
京
曙
新
聞
』（
明
治
八
年
九
月
一
三
日
）
の
社
説
「
あ
け
ぼ
の
」
は
、

「
近
来
世
上
ノ
言
者
ハ
民
刑
裁
判
ノ
人
身
ノ
利
害
栄
辱
ニ
関
ス
ル
最
モ
至
大
ナ
ル
ヲ
以
テ
吾
政
府
ノ
速
カ
ニ
陪
審
法
ヲ
挙
行
セ
ラ
レ
ン
ヲ

冀
望
ス
ル
モ
ノ
少
ナ
カ
ラ
ズ
。
各
社
ノ
新
聞
紙
上
ニ
於
テ
モ
已
ニ
数
回
此
等
ノ
議
論
ヲ
掲
載
セ
リ
」
と
こ
れ
ま
で
の
各
社
の
社
説
を
ふ
ま

え
て
議
論
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、「
吾
輩
ハ
謂
フ
。
陪
審
法
ノ
今
日
ニ
欠
ク
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ハ
固
ヨ
リ
論
ズ
ル
ヲ
竢
タ
ズ
。
而

シ
テ
今
日
ノ
勢
未
ダ
之
ヲ
実
地
ニ
行
フ
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
時
期
尚
早
論
を
唱
え
る
。
理
由
と
し
て
、
裁
判
組
織
お
よ
び
訴
訟
法
が
整
備
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
、
裁
判
官
が
足
り
な
い
ほ
ど
訴
訟
件
数
が
増
え
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
り
（
新
聞
紙
条
例
に
対
す
る
皮
肉
と
も
と
れ
る
）、
こ

れ
で
は
陪
審
員
も
お
び
た
だ
し
い
数
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
裁
判
に
従
事
す
る
者
で
さ
え
法
律
に
通
暁
す
る
者
を
探
す
の
が

難
し
い
の
に
、「
各
裁
判
所
各
県
ニ
於
テ
其
陪
審
ト
ナ
リ
能
ク
原
被
ノ
曲
直
ヲ
弁
ジ
犯
罪
ノ
軽
重
有
無
ヲ
審
断
ス
ル
ニ
モ
ノ
ヲ
求
メ
ン
ト
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ス
ル
ハ
其
亦
タ
至
難
ナ
ラ
ズ
ヤ
」
と
裁
判
に
は
法
律
知
識
を
必
要
と
す
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
な
が
ら
、「
法
律
ノ
権
衡
ヲ
知
ラ
ズ
、
治

罪
裁
判
法
ノ
如
何
ヲ
弁
ゼ
ザ
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
吾
輩
ノ
貴
重
ナ
ル
生
命
財
産
ヲ
処
分
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
ハ
、
其
危
険
ナ
ル
豈
ニ
復
タ
此
ニ
過

グ
ル
モ
ノ
ア
ラ
ム
ヤ
」
と
結
局
無
智
な
国
民
に
な
ど
裁
か
れ
た
く
な
い
と
い
う
今
日
で
も
し
ば
し
ば
耳
に
す
る
陪
審
反
対
論
で
あ
る）（（
（

。
箕

浦
の
社
説
と
対
比
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

慶
応
義
塾
で
英
米
の
憲
法
史
を
学
ん
だ
矢
野
文
雄
も
早
く
か
ら
陪
審
の
導
入
を
主
張
し
て
い
た）（（
（

。
明
治
九
（
一
八
七
六
）
年
七
月
一
〇

日
に
矢
野
は
『
郵
便
報
知
新
聞
』
の
一
面
ほ
と
ん
ど
と
二
面
に
か
け
て
、
社
説
「
陪
審
論
」
を
掲
載
す
る
。
そ
こ
で
、
矢
野
は
陪
審
が
も

た
ら
す
利
益
を
「
直
接
ノ
利
益
」
と
「
間
接
ノ
利
益
」
に
分
け
て
論
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
特
定
の
事
件
に
お
い
て
「
無
告
ノ
人
民
ヲ
枉

冤
ノ
中
ニ
救
護
」
す
る
の
が
直
接
の
利
益
で
あ
り
、
一
般
に
「
陪
審
有
ル
ガ
為
ニ
暴
君
之
ヲ
畏
憚
シ
テ
自
ラ
暴
行
ヲ
未
発
ニ
抑
」
え
る
の

が
間
接
の
利
益
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
矢
野
は
法
律
学
の
訓
練
を
受
け
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
英
米
の
法
律
文
献
に
依
拠
し
な
が
ら
正
確

で
本
格
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
る）（（
（

。
そ
し
て
「
陪
審
ノ
主
務
ハ
政
府
万
一
ノ
苛
虐
ヲ
制
止
ス
ル
ニ
在
リ
」
と
欧
米
流
の
陪
審
論
に
立

ち
な
が
ら
、
ま
た
改
定
律
例
の
改
正
も
承
知
し
た
う
え
で
「
拠
正
断
罪
ノ
今
日
ニ
於
テ
陪
審
設
置
ノ
遅
延
ハ
一
日
ヲ
争
フ
ナ
リ
。
而
テ
世

人
ノ
之
ヲ
極
論
ス
ル
者
少
キ
ハ
（
偶
マ
有
レ
バ
効
用
薄
シ
ト
云
フ
ハ
）
何
ゾ
ヤ
。
嗚
呼
日
本
人
民
ハ
斯
ク
迄
モ
法
律
ニ
痛
痒
ヲ
感
ゼ
ザ
ル
カ
」

と
結
ん
で
い
る
。

時
期
尚
早
論
も
存
在
は
す
る
も
の
の
、
新
聞
紙
条
例
の
過
酷
な
取
締
り
は
か
え
っ
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
に
刑
事
裁
判
の
現
実
を
強

く
認
識
さ
せ
、
制
度
の
改
革
の
必
要
性
を
文
字
通
り
痛
感
さ
せ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
陪
審
制
度
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
賛
成
論
に
立
っ

て
い
た
と
評
価
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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3　

治
罪
法
編
纂
前

さ
て
、
時
期
は
や
や
前
後
す
る
が
こ
こ
で
は
、
本
格
的
に
治
罪
法
の
編
纂
が
開
始
す
る
前
の
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
か
ら
明
治
九

（
一
八
七
六
）
年
に
か
け
て
の
法
状
況
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
公
文
書
に
お
い
て
陪
審
に
言
及
す
る
も
の
は
な
か
な
か
見
当
た
ら

な
い
が
、
明
治
八
年
二
月
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
が
明
法
寮
で
治
罪
法
に
関
す
る
講
義
を
始
め
て
い
る
こ
と
は
、
同
法
編
纂
の
第
一
歩
と
し
て
重

要
で
あ
ろ
う）（（
（

。
聴
講
者
に
と
っ
て
そ
れ
は
現
実
の
法
整
備
に
直
結
す
る
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
明
治
八
年
二
月

一
三
日
の
講
義
で
は
「
重
罪
犯
ノ
訴
ヘ
ハ
重
罪
裁
判
所
ヘ
為
ス
ナ
リ
。
尤
モ
犯
人
ヲ
ソ
ノ
裁
判
所
ヘ
差
出
迄
ニ
ハ
詰
問
等
種
々
ノ
手
数
ア

リ
。
此
ノ
裁
判
ニ
ハ
陪
審
ア
リ
。
…
重
罪
裁
判
所
ハ
別
段
ナ
ル
モ
ノ
ニ
テ
真
ノ
刑
事
ノ
裁
判
所
ト
云
フ
ベ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
之
レ
ハ
全
ク
民

事
裁
判
所
ト
ハ
異
ナ
リ
而
テ
陪
審
ナ
ル
モ
ノ
ア
リ
）
（（
（

」
と
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
陪
審
に
言
及
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
重
罪
裁
判
所
ニ
テ
民
事
ノ

訴
ヘ
ヲ
処
断
ス
ル
ト
キ
ハ
陪
審
ノ
異
見
ヲ
聴
カ
ズ
只
三
人
ノ
裁
判
官
ノ
ミ
ナ
ル
ユ
ヘ
人
々
不
安
心
ニ
思
フ
ナ
リ
）
（（
（

」
と
民
事
で
あ
っ
て
も
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
人
々
が
陪
審
を
信
頼
し
て
い
る
と
の
説
明
も
な
さ
れ
て
い
る
。

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
い
え
ば
拷
問
廃
止
の
建
白
書
で
も
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
司
法
省
で
拷
問
を
目
撃
し

た
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
、
四
月
一
五
日
の
講
義
で
陪
審
廃
止
を
訴
え
た
と
い
う）（（
（

。
拷
問
の
廃
止
は
、
改
定
律
例
の
自
白
必
要
主
義
、
よ
り

正
確
に
は
自
白
調
書
必
要
主
義
と
結
び
つ
い
て
い
た
が
、
明
治
九
年
四
月
二
五
日
に
元
老
院
は
改
定
律
例
第
三
一
八
条
改
正
意
見
書
を
提

出
し
、
裁
判
官
に
い
わ
ば
自
由
な
心
証
に
よ
る
判
断
を
認
め
る
こ
と
で
、
拷
問
を
原
則
と
し
て
廃
止
す
る
方
向
へ
と
む
か
っ
た
。
こ
の
意

見
書
に
続
き
翌
二
六
日
に
は
司
法
省
も
自
白
必
要
主
義
の
撤
廃
を
太
政
大
臣
三
条
実
美
に
伺
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
文
書
に
陪
審
の

言
葉
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
意
見
書
に
は
「
亜
米
利
加
合
衆
国
建
国
法
ニ
曰
ク
何
等
ノ
罪
ニ
於
テ
モ
自
己
ニ
害
ス
ル
ノ
証
拠
ヲ
為
ス
コ
ト



一
七
〇

ヲ
強
ユ
可
カ
ラ
ズ
」
と
合
衆
国
憲
法
修
正
五
条
の
自
己
負
罪
拒
否
特
権
に
言
及
す
る）（（
（

。
陪
審
に
は
あ
え
て
言
及
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る）（（
（

。
か
く
し
て
改
定
律
例
三
一
八
条
は
明
治
九
年
六
月
一
〇
日
「
凡
ソ
罪
ヲ
断
ス
ル
ハ
証
ニ
依
ル
」
と
改
め
ら
れ
、
同
年
八
月
二
八
日

の
司
法
省
達
は
「
罪
ヲ
断
ス
ル
ハ
専
ラ
裁
判
官
ノ
信
認
ス
ル
所
ニ
ア
リ
」
と
自
由
心
証
主
義
を
宣
言
す
る
こ
と
に
な
る）（（
（

。

実
の
と
こ
ろ
裁
判
官
を
法
定
証
拠
主
義
か
ら
解
放
し
た
こ
と
で
、
陪
審
を
要
請
す
る
一
つ
の
論
拠
は
な
く
な
っ
た
も
の
の
、
司
法
の
近

代
化
と
い
う
観
点
か
ら
、
司
法
省
内
部
で
は
フ
ラ
ン
ス
法
を
参
照
し
な
が
ら
刑
事
弁
護
人
と
と
も
に
陪
審
の
導
入
は
当
然
視
さ
れ
て
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る）（（
（

。
明
治
八
年
な
い
し
九
年
に
は
大
審
院
が
独
自
に
法
案
作
成
を
開
始
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が）（（
（

、
そ
の
第
七
章

「
臨
時
裁
判
法
」（
一
二
一
条
以
下
）
は
陪
審
裁
判
の
規
定
で
あ
る
。
こ
こ
に
そ
の
一
二
二
条
を
示
す
。

第
一
二
二
条　

裁
判
長
ハ
書
記
ヲ
シ
テ
陪
審
ニ
向
ヒ
左
ノ
文
案
ヲ
朗
読
セ
シ
ム
此
時
陪
審
起
立
ス

陪
審
ニ
告
示
ス
陪
審
ハ
原
告
被
告
ノ
弁
論
ニ
於
テ
愛
憎
畏
懼
ノ
心
ヲ
生
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
静
思
沈
按
双
方
ノ
権
利
ヲ
害
セ
ス
他
ノ
意

見
ヲ
借
ラ
ス
自
主
ノ
権
利
ヲ
主
持
シ
公
明
誠
直
ノ
人
タ
ル
哀
情
ヲ
尽
シ
其
本
心
ト
名
誉
ト
ニ
背
カ
ス
シ
テ
決
答
ス
可
キ
コ
ト
ヲ
誓
約

ス
可
シ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

裁
判
長
姓
名
花
押

右
裏
面
答
案

　

表
書
ノ
旨
趣
謹
テ
領
承
ス
即
チ
自
己
ノ
本
心
ト
名
誉
ニ
背
カ
ス
決
答
ス
可
キ
コ
ト
ヲ
誓
約
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

陪
審　
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姓
名

　

書
記
読
終
テ
陪
審
ニ
付
シ
各
自
捺
印
セ
シ
ム

ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
講
義
で
も
「
陪
審
商
議
ヲ
為
シ
始
ム
ル
云
々
以
下
ヲ
読
ム
ベ
シ
。
陪
審
ノ
證
ヲ
取
ル
ニ
ハ
云
々
ハ
證
ト
ハ
ナ
ラ
ズ
ト

ハ
法
律
モ
裁
判
所
モ
云
ハ
ズ
。
又
證
ト
為
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ト
モ
云
ハ
ズ
。
必
ラ
ズ
陪
審
ノ
本
心
ニ
問
フ
テ
定
ム
ベ
キ
ナ
リ
）
（（
（

」
と
陪
審
心
得
の

重
要
性
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
刑
事
訴
訟
法
の
条
文
数
を
大
幅
に
削
っ
た
こ
の
大
審
院
案
に
お
い
て
も
、
比
較
的
詳

し
い
規
定
と
し
て
残
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
国
憲
す
な
わ
ち
憲
法
の
起
草
に
あ
た
っ
て
も
、
陪
審
は
草
案
中
に
現
れ
た
と
い
う
が
、
明
治
九
年
四
月
の
元
老
院
に
お
け
る
議

論
を
見
る
限
り
、
そ
の
可
能
性
も
ま
っ
た
く
な
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う）（（
（

。
陪
審
制
度
の
法
制
化
に
む
け
て
着
々
と
準
備
が
整
い
つ
つ

あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
大
き
な
制
度
変
更
で
あ
る
か
ら
に
は
、
現
行
の
裁
判
制
度
に
対
す
る
評
価
、
さ
ら
に
は
法
そ
の
も
の
の
理
解
を
め
ぐ

る
議
論
が
待
ち
構
え
て
い
る
。
最
後
に
、
直
接
両
者
で
交
わ
さ
れ
た
議
論
で
は
な
い
が
、
陪
審
を
め
ぐ
る
異
な
っ
た
見
解
の
例
を
示
そ

う
。磯

部
四
郎
は
、
大
審
院
検
事
時
代
（
お
そ
ら
く
明
治
一
九
年
）
の
話
と
し
て
、
士
族
の
番
人
が
強
盗
を
切
っ
た
事
件
を
取
り
上
げ
、
一
審

二
審
と
有
罪
と
な
っ
て
大
審
院
に
か
か
っ
た
と
き
の
感
想
と
し
て
、「
私
は
之
を
見
て
、
其
は
酷
い
、
兎
に
角
其
士
族
の
考
へ
か
ら
行
け

ば
大
功
を
奏
し
て
居
る
の
で
あ
る
、
強
敵
を
防
い
で
物
品
を
取
上
げ
、
向
ふ
敵
を
殺
し
て
居
る
か
ら
、
御
主
人
様
か
ら
御
褒
美
が
出
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
、
且
つ
一
人
の
割
腹
ま
で
し
て
申
訳
し
た
位
の
次
第
で
あ
る
、
け
れ
ど
も
之
を
法
律
の
杓
子
定
規
に
当
て
る
と
、
矢
張
罰
せ
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七
二

ざ
る
を
得
な
い
、
其
処
で
現
に
第
一
番
第
二
番
に
罰
し
て
来
て
居
る
、
…
是
は
実
に
困
っ
た
も
の
だ
と
思
っ
て
居
た
、
之
に
対
し
て
種
々

の
議
論
も
あ
っ
た
が
兎
に
角
有
罪
に
な
っ
た
…
斯
う
云
ふ
場
合
に
陪
審
制
度
が
あ
れ
ば
、
無
論
無
罪
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
）
（（
（

」
と
現
行
裁
判

制
度
の
問
題
点
か
ら
陪
審
の
有
用
性
を
説
き
つ
つ）（（
（

、
法
律
の
杓
子
定
規
を
戒
め
て
い
る
。

井
上
毅
は
、
こ
れ
と
似
た
事
例
に
つ
い
て
、
実
に
対
照
的
に
「
審
判
果
シ
テ
衆
論
ヲ
以
テ
決
ス
ベ
キ
ノ
事
ナ
ル
歟
、
欧
州
ニ
決
闘
ノ
俗

ア
リ
、
決
闘
シ
テ
捷
ツ
者
、
曲
直
ヲ
問
ハ
ズ
、
衆
ノ
讃
美
ス
ル
所
タ
リ
、
夫
レ
決
闘
ハ
故
殺
ニ
非
ス
乎
、
然
ル
ニ
審
ニ
臨
ム
ニ
至
テ
、
大

抵
陪
審
ノ
無
罪
ヲ
宣
告
ス
ル
所
タ
リ
、
是
レ
法
ハ
俗
ニ
勝
コ
ト
能
ハ
ズ
、
而
シ
テ
所
謂
衆
論
ナ
ル
者
、
安
ソ
其
正
理
ニ
乖
ク
ノ
俗
論
タ
ラ

ザ
ル
ヲ
知
ラ
ン
乎
哉
」
と
一
般
民
衆
の
議
論
が
国
法
を
ま
げ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
陪
審
制
度
に
強
く
反
対
し
て
い
る）（（
（

。
と
も
に
フ
ラ

ン
ス
法
に
通
暁
し
な
が
ら
、
実
務
法
律
家
の
道
を
歩
ん
だ
磯
部
と
法
制
官
僚
と
な
っ
た
井
上
の
裁
判
制
度
あ
る
い
は
法
に
対
す
る
姿
勢
の

違
い
が
よ
く
表
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

四　

む　

す　

び

本
稿
は
、
尾
佐
竹
猛
の
『
明
治
文
化
史
と
し
て
の
日
本
陪
審
史
』
を
手
掛
か
り
に
、
幕
末
か
ら
明
治
初
年
に
か
け
て
の
陪
審
制
度
論
を

再
検
討
し
、
尾
佐
竹
の
説
に
対
す
る
若
干
の
補
足
を
試
み
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
二
章
で
は
、
陪
審
と
い
う
言
葉
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
の

翻
訳
語
の
成
立
の
背
景
を
探
っ
た
。
和
解
本
・
和
刻
本
に
つ
い
て
は
『
海
国
図
志
』
の
原
著
者
を
め
ぐ
る
尾
佐
竹
の
誤
解
を
指
摘
し
、
現

在
も
散
見
さ
れ
る
誤
り
に
つ
い
て
注
意
を
促
し
た
。
つ
ぎ
の
辞
書
の
問
題
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
堀
達
之
助
編
『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』

よ
り
も
遡
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
、
幕
末
の
蘭
和
辞
書
の
訳
語
を
検
討
す
る
こ
と
で
、『
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
』
の
訳
語
の
由
来
に
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つ
い
て
多
少
の
考
察
を
行
い
、
さ
ら
に
陪
審
と
い
う
訳
語
が
確
定
す
る
ま
で
の
変
遷
を
た
ど
っ
た
。
ま
た
、
陪
審
裁
判
の
傍
聴
問
題
で
は
、

新
史
料
を
発
見
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
岩
倉
使
節
団
よ
り
も
先
に
ワ
シ
ン
ト
ン
で
ア
メ
リ
カ
刑
事
法
を
学
ん
で
い
た
児
玉
淳
一
郎
に
つ

い
て
言
及
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
誰
が
陪
審
裁
判
を
最
初
に
傍
聴
し
た
か
な
ど
と
い
う
こ
と
は
些
末
な
こ
と
で
あ
り
、
児
玉
が
ア
メ
リ
カ
の

裁
判
実
務
を
目
の
当
た
り
に
し
、
陪
審
と
拷
問
の
問
題
を
い
ち
早
く
本
国
政
府
に
報
告
し
て
い
た
こ
と
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
。
そ
の
点
も

指
摘
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

第
三
章
で
は
、
陪
審
を
め
ぐ
る
議
論
と
し
て
、
ま
ず
、
二
つ
の
参
座
裁
判
を
取
り
上
げ
た
が
、
こ
こ
で
は
と
く
に
司
法
省
の
明
治
六

（
一
八
七
三
）
年
九
月
三
〇
日
の
陪
審
裁
判
取
り
下
げ
理
由
書
に
注
目
し
、
フ
ラ
ン
ス
か
ら
帰
国
し
た
ば
か
り
の
井
上
毅
が
そ
の
起
草
に
関

わ
っ
た
と
の
推
測
の
も
と
、
そ
の
論
証
に
つ
と
め
た
。
つ
ぎ
の
、
新
聞
に
お
け
る
陪
審
論
（
こ
れ
は
尾
佐
竹
自
身
は
論
じ
て
は
い
な
か
っ
た
が
、

三
谷
教
授
、
利
谷
教
授
が
取
り
上
げ
て
こ
ら
れ
た
）
に
お
い
て
は
、
明
治
八
（
一
八
七
五
）
年
の
福
地
源
一
郎
を
は
じ
め
と
す
る
幾
つ
か
の
新

聞
記
事
を
紹
介
し
、
新
聞
紙
条
例
施
行
直
後
に
お
け
る
陪
審
論
と
そ
の
先
駆
性
を
明
ら
か
に
し
た
。
新
聞
紙
条
例
に
よ
る
弾
圧
に
よ
っ
て

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
た
ち
は
現
行
刑
事
手
続
の
問
題
点
を
身
を
も
っ
て
知
っ
た
の
で
あ
る
。
司
法
へ
の
国
民
参
加
論
も
こ
こ
に
出
発
点
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

陪
審
問
題
は
、
明
治
初
期
に
あ
っ
て
は
、
司
法
省
を
中
心
に
政
府
に
お
い
て
も
、
ま
た
在
野
の
言
論
界
に
お
い
て
も
、
将
来
的
に
は
実

施
さ
れ
る
べ
き
制
度
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
検
証
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。
司
法
省
が
求
め
て
い
た
陪
審
制
度
は
、
実
は
西
洋
的

な
市
民
に
よ
る
陪
審
で
は
な
く
、
陪
席
裁
判
官
で
よ
し
と
す
る
含
み
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
拷
問
廃
止
（
自
白
調
書
中
心
主
義
か

ら
の
脱
却
）
と
い
う
当
面
の
課
題
に
対
処
し
な
が
ら
、
真
剣
に
陪
審
の
実
現
を
要
求
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
井
上
毅

が
主
張
し
続
け
て
き
た
よ
う
に
、
い
っ
た
ん
拷
問
を
廃
止
し
て
み
れ
ば
、
必
ず
し
も
陪
審
が
制
度
上
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と



一
七
四

も
明
ら
か
と
な
り
、
あ
ら
た
め
て
、
つ
ぎ
の
治
罪
法
の
制
定
時
に
、
陪
審
の
必
要
性
が
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、

旧
刑
法
も
含
め
た
法
の
近
代
化
・
西
洋
化
（
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
と
っ
て
は
普
遍
化
）
と
い
う
側
面
、
裁
判
の
担
い
手
を
め
ぐ
る
国
民
側
の
不

信
と
信
頼
と
い
う
側
面
、
国
の
司
法
政
策
を
ふ
く
む
統
治
の
基
本
方
針
と
い
う
側
面
が
絡
み
合
い
な
が
ら
、
陪
審
制
度
の
賛
否
が
論
じ
ら

れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
た
議
論
の
萌
芽
が
本
稿
の
対
象
と
し
た
時
期
に
お
い
て
す
で
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
い
う
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ア
メ
リ
カ
のN

ational Bank A
ct

を
翻
訳
し
た
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
の
「
国
立

銀
行
条
例
」
な
ど
は
そ
の
一
つ
の
例
で
あ
ろ
う
。
拙
稿
「
権
利
と
権
理
に
つ
い
て
の
一
考
察
」“Future of Com

parative Study in Law
: T

he 
（0th A

nniversary of T
he Institute of Com

parative Law
 in Japan” （

二
〇
一
一
年
） 

六
二
三
頁
参
照
。 

（
2
）
筆
者
は
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
横
浜
地
方
裁
判
所
で
行
わ
れ
た
ほ
ぼ
す
べ
て
の
事
件
を
新
聞
各
紙
で
調
査
し
、
そ
の
成
果
を
発
表
し
た
こ

と
が
あ
る
。
拙
稿
「
横
浜
の
陪
審
裁
判
に
つ
い
て
」『
桐
蔭
論
叢
』
一
三
号
（
二
〇
〇
五
年
）
七
七
頁
。

（
3
）
三
谷
太
一
郎
『
増
補　

政
治
制
度
と
し
て
の
陪
審
制
─
近
代
日
本
の
司
法
権
と
政
治
』（
二
〇
一
三
年
）
九
一
頁
。
初
出
は
『
近
代
日
本
の
司
法

権
と
政
党
─
陪
審
制
成
立
の
政
治
史
』（
一
九
八
〇
年
）。

（
4
）
利
谷
信
義
「
天
皇
制
法
体
制
と
陪
審
制
度
論
」
日
本
近
代
法
制
史
研
究
会
編
『
日
本
近
代
国
家
の
法
構
造
』（
一
九
八
三
年
）
五
一
八
頁
。

（
（
）
例
え
ば
、
藤
原
明
久
「
明
治
六
年
に
お
け
る
京
都
府
と
京
都
裁
判
所
と
の
裁
判
権
限
争
議
─
裁
判
権
独
立
過
程
の
一
断
面
（
上
）（
下
）」『
神

戸
法
学
雑
誌
』
三
四
巻
三
号
（
一
九
八
四
年
）
四
七
五
頁
、
三
四
巻
四
号
（
一
九
八
五
年
）
九
〇
五
頁
。
高
瀬
暢
彦
「
金
子
堅
太
郎
の
陪
審
思
想

（
一
）（
二
）」『
日
本
大
学
精
神
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
四
号
（
一
九
九
三
年
）
一
頁
、
二
五
号
（
一
九
九
四
年
）
一
九
頁
。
矢
野
祐
子
「
ボ
ア
ソ

ナ
ー
ド
と
、
そ
の
法
思
想
─
陪
審
制
度
を
め
ぐ
る
一
考
察
」『
早
稲
田
法
学
会
誌
』
四
七
号
（
一
九
九
七
年
）
三
〇
九
頁
。
小
林
忠
正
「
名
の
法
を

め
ぐ
る
裁
判
権
対
立
と
参
座
に
よ
る
決
着
─
明
治
六
年
小
野
組
転
籍
事
件
を
と
お
し
て
」『
日
本
法
学
』
八
〇
巻
二
号
（
二
〇
一
四
年
）
二
三
頁
。

（
（
）
尾
佐
竹
猛
『
明
治
文
化
史
と
し
て
の
日
本
陪
審
史
』（
一
九
二
六
年
）
一
〇
頁
参
照
。
な
お
、
ル
ビ
は
原
文
の
も
の
で
あ
る
。
筆
者
が
参
照
し
た

三
冊
本
で
は
察
院
（
裁
判
所
の
意
味
）
と
ル
ビ
の
間
に
は
傍
線
が
引
い
て
あ
る
。
欧
羅
巴
人
原
撰
・
林
則
徐
漢
訳
・
魏
源
重
輯
・
正
木
篤
和
解
『
美

理
哥
国
総
記
和
解
』
中
編
（
嘉
永
七
（
一
八
五
四
）
年
、
中
央
大
学
図
書
館
所
蔵
）
三
五
丁
裏
。
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（
（
）
佐
々
木
正
哉
「『
海
國
圖
志
』
餘
談
」『
近
代
中
国
』
一
七
巻
（
一
九
八
五
年
）
一
四
三
頁
、
一
四
八
頁
参
照
。

（
8
）
同
・
一
六
三
頁
。

（
（
）
魏
源
撰
『
海
国
図
志
』
五
九
巻
（
咸
豊
二
（
一
八
五
二
）
年
重
刊
本
、
中
央
大
学
図
書
館
所
蔵
）
一
五
丁
裏
。

（
10
）
正
木
・
前
掲
注（
（
）・
七
丁
裏
。
念
の
た
め
原
文
の
ル
ビ
を
残
し
て
い
る
。

（
11
）
議
事
庁
と
商
酌
の
左
に
も
そ
れ
ぞ
れ
「
ひ
ょ
う
じ
ょ
う
し
ょ
」、「
そ
う
だ
ん
」
と
ル
ビ
が
振
っ
て
あ
る
。

（
12
）
も
っ
と
も
、『
漢
語
大
詞
典
』
は
、
用
例
と
し
て
林
則
徐
『
信
及
録
』
か
ら
「
兹
本
大
臣
明
定
章
程
、
悉
由
地
方
官
敦
请
邑
中
公
正
绅
士
为
之
综

理
、
再
由
绅
士
公
举
各
乡
公
正
衿
耆
分
理
本
乡
事
宜
」
を
載
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
地
方
官
が
紳
士
に
県
の
統
治
を
行
う
よ
う
懇
請
し
、
さ
ら

に
紳
士
が
各
村
で
衿
耆
を
選
び
村
の
管
理
を
任
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
13
）
竹
庵
広
瀬
達
訳
『
続
亜
墨
利
加
総
記
』
乾
巻
（
嘉
永
七
（
一
八
五
四
）
年
、
神
戸
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
）
一
六
丁
裏
。

（
14
）
佐
々
木
・
前
掲
注（
（
）・
一
六
三
頁
。
な
お
、
佐
々
木
は
発
行
場
所
を
寧
波
と
す
る
が
、
佐
々
木
が
典
拠
と
す
る
ワ
イ
リ
ー
に
は
上
海
と
あ
る
。
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佐
々
木
も
一
八
一
頁
で
は
上
海
と
記
述
し
て
い
る
。
な
お
、
出
版
年
は
、
ワ
イ
リ
ー
も
佐
々
木
も
一
八
六
二
年
と

し
て
い
る
。
た
だ
し
、
和
刻
本
の
奥
付
に
は
「
文
久
紀
元
辛
酉
晩
冬
改
刻
」
す
な
わ
ち
文
久
元
年
の
晩
冬
に
改
め
て
出
版
し
た
と
あ
る
の
で
、
迷
っ

た
が
、
さ
し
あ
た
り
一
八
六
一
年
と
し
た
。

（
1（
）
裨
治
文
撰
、
箕
作
阮
甫
訓
点
『
連
邦
志
略
』
上
巻
（
文
久
元
（
一
八
六
一
）
年
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
）
三
二
丁
裏
。

（
1（
）
わ
が
国
最
初
の
英
和
辞
典
と
い
わ
れ
る
本
木
正
栄
編
『
諳
厄
利
亜
語
林
大
成
』（
一
八
一
四
年
）
にjury

の
語
は
見
あ
た
ら
ず
、
英
和
辞
典
で

jury

を
と
り
あ
げ
た
の
は
、
こ
れ
が
最
初
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

（
1（
）
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
（
）・
一
三
頁
。

（
18
）
現
代
の
オ
ラ
ン
ダ
語
で
は
、gezw

orene

で
陪
審
員
の
意
味
で
あ
る
。

（
1（
）
稲
村
三
伯
編
『
波
留
麻
和
解
』（
一
九
九
七
年
、
東
京
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
本
の
複
製
）。

（
20
）
ヘ
ン
ド
リ
ッ
ク
・
ヅ
ー
フ
編
『
道
訳
法
児
馬
』（
一
九
九
八
年
、
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
本
の
複
製
）。

（
21
）
詳
し
く
は
、
三
谷
・
前
掲（
3
）・
九
三
頁
参
照
。

（
22
）
尾
佐
竹
・
前
掲（
（
）・
一
五
頁
。
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（
23
）
同
・
一
八
頁
。

（
24
）
尾
佐
竹
は
こ
こ
で
明
治
七
（
一
八
七
四
）
年
六
月
の
明
六
雑
誌
一
〇
号
に
も
「
彼
ニ
於
テ
ハ
、
概
ス
ル
ニ
所
謂
誓
士
（
ヂ
ュ
リ
ー
）
ア
リ
。
民

中
ヨ
リ
選
挙
セ
ラ
レ
テ
審
理
ニ
参
ス
。
而
シ
テ
誓
士
刑
律
ニ
拘
ハ
ル
コ
ト
ナ
ク
、
平
心
公
正
ニ
判
定
シ
テ
、
其
人
罰
ス
ベ
シ
ト
謂
ハ
ザ
レ
バ
法
官

刑
律
ヲ
按
シ
テ
之
ヲ
罰
ス
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
あ
る
と
し
つ
つ
「
同
系
統
の
訳
語
を
採
用
し
て
あ
る
」
と
い
う
が
（
同
二
〇
頁
）、
こ
れ
は
有
名
な
津
田

眞
道
の
「
拷
問
論
」
で
あ
っ
て
、
同
じ
訳
語
を
つ
か
う
の
は
当
た
り
前
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
津
田
が
こ
の
部
分
に
続
け
て
「
我
ニ
於
テ
ハ
、
未

曾
テ
誓
士
ノ
設
ア
ル
コ
ト
ナ
シ
。
又
彼
ニ
於
テ
ハ
、
証
左
明
確
罪
状
疑
フ
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ニ
於
テ
之
ヲ
刑
典
ニ
処
シ
、
強
テ
罪
人
ノ
口
供
ニ
拘
拘
タ

ラ
ザ
ル
ナ
リ
。
是
彼
地
ニ
於
テ
絶
テ
拷
問
要
セ
ザ
ル
所
以
ナ
リ
。
我
ニ
於
テ
ハ
縦
令
罪
証
十
分
ニ
明
確
ナ
ル
モ
罪
人
ノ
口
供
ニ
ア
ラ
ザ
レ
バ
決
放

ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
ヲ
以
テ
通
法
ト
ス
。
是
我
ニ
於
テ
拷
問
ノ
止
ム
ベ
カ
ラ
ザ
ル
所
以
ナ
リ
。
其
獘
ヤ
縦
令
他
ニ
確
証
ナ
キ
モ
拷
問
ヲ
用
ヒ
テ
強
テ
首

服
セ
シ
メ
之
ヲ
罪
ニ
致
ス
ニ
至
ル
。
其
害
ヤ
遂
ニ
無
辠
ノ
人
ヲ
冤
罪
ニ
陥
ル
ニ
至
ル
」
と
日
本
と
西
洋
を
比
較
し
、
拷
問
と
陪
審
の
問
題
を
関
連

づ
け
た
こ
と
こ
そ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
津
田
眞
道
「
拷
問
論
ノ
二
」
一
丁
裏
。

（
2（
）
実
際
に
は
、
前
の
項
目juror, jurym

an

に
「
偏
庇
ナ
キ
コ
ト
ヲ
誓
詞
シ
テ
事
ノ
吟
味
ヲ
為
ス
役
人
」
と
あ
り
、jury

は
「
同
上
ノ
仲
間
〇
陪

官
審
事
者
」
と
さ
れ
て
い
る
。

（
2（
）
鈴
木
券
太
郎
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
鈴
木
唯
一
は
「
ヂ
ユ
リ
ー
吟
味
方
之
由
来
、
題
名
之
考
」
で
「
本
書
吟
味
方
と
訳
す
る
者
は
原
語
ヂ
ュ
リ
ー

と
い
ふ
即
ち
誓
詞
し
た
る
人
之
義
な
り
」（『
英
政
如
何
』
巻
之
十
三
（
一
八
六
八
年
）
付
録
一
丁
表
）
と
定
義
し
、
ま
た
訳
語
の
沿
革
を
中
国
の

文
献
に
ま
で
た
ど
り
、
さ
ら
に
裁
判
役
と
の
混
同
に
も
注
意
を
う
な
が
し
て
お
り
、
こ
の
時
期
と
し
て
注
目
す
べ
き
内
容
で
あ
る
。

（
2（
）
鈴
木
は
、「
会
審
員
」
と
す
る
が
、『
百
科
全
書
法
律
沿
革
事
体
』
六
五
四
頁
に
は
、「
ヂ
ュ
リ
ー
」（
会
審
官
）
と
あ
る
。

（
28
）
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
（
）・
二
一
頁
。

（
2（
）
久
米
邦
武
編
・
田
中
彰
注
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記
』
二
巻
（
一
九
八
五
年
）
一
六
五
頁
。

（
30
）
同
・
一
八
一
頁
。

（
31
）
同
・
一
八
三
頁
。

（
32
）
同
・
三
巻
・
一
四
三
頁
以
下
。
詳
し
い
分
析
は
、
利
谷
・
前
掲
注（
4
）・
五
六
九
頁
参
照
。

（
33
）
利
谷
・
同
・
五
七
〇
頁
参
照
。
菅
原
彬
州
教
授
は
、『
回
覧
実
記
』
を
「
当
時
の
西
欧
文
明
諸
国
の
実
態
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
使
節
団
の
最
大

公
約
数
的
見
解
を
ま
と
め
た
貴
重
な
『
同
時
代
史
』
で
あ
る
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。「
岩
倉
使
節
団
の
メ
ン
バ
ー
構
成
」『
法
学
新
報
』
九
一
巻
一
・



一
七
七

明
治
初
期
の
陪
審
制
度
論
（
北
井
）

二
号
（
一
九
八
四
年
）
七
一
頁
。『
回
覧
実
記
』
は
、
多
く
の
日
本
人
が
か
か
わ
っ
た
『
海
国
図
志
』
と
も
い
え
よ
う
か
。

（
34
）
奥
平
昌
洪
『
日
本
弁
護
士
史
』（
一
九
一
四
年
）
六
〇
頁
。

（
3（
）
手
塚
豊
『
明
治
刑
法
史
の
研
究
』
下
巻
（
一
九
八
六
年
）
五
〇
頁
参
照
。
建
言
書
の
内
容
は
、
後
掲
注
（
48
）
を
参
照
。

（
3（
）
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
（
）・
二
五
頁
。

（
3（
）
詳
し
く
は
、
同
・
四
〇
頁
以
下
、
小
林
・
前
掲
注
（
（
）・
二
五
頁
以
下
参
照
。

（
38
）
「
陪
審
之
儀
并
参
座
規
則
御
達
ニ
付
伺
」
公
文
録
・
明
治
六
年
・
第
百
七
十
八
巻
・
明
治
六
年
十
月
・
司
法
省
伺
（
一
）。
公
文
録
に
つ
い
て
は
、

国
立
公
文
書
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
を
利
用
し
た
。
検
索
の
便
宜
の
た
め
そ
の
サ
イ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
示
す
こ
と
に
す
る
。

（
3（
）
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
（
）・
五
一
頁
。

（
40
）
津
田
眞
道
・
前
掲
注（
24
）・
三
丁
裏
。

（
41
）
福
岡
孝
弟
「
五
箇
条
御
誓
文
ト
政
体
書
ノ
由
来
ニ
就
イ
テ
」
国
家
学
会
編
『
明
治
憲
政
経
済
史
論
』（
一
九
一
九
年
）
四
四
頁
。
小
林
・
前
掲（
（
）・

二
七
頁
参
照
。
尾
佐
竹
は
、『
連
邦
志
略
』
に
つ
い
て
、「
明
治
政
府
最
初
の
組
織
は
此
書
に
基
づ
き
立
案
せ
ら
れ
た
」
と
述
べ
て
い
た
。
尾
佐
竹
・

前
掲
注（
（
）・
一
二
頁
。

（
42
）
石
井
良
助
『
日
本
法
制
史
概
説
』（
一
九
六
〇
年
）
四
七
六
頁
参
照
。
本
間
教
授
は
、
大
目
付
・
目
付
も
制
度
上
の
「
裁
判
官
」
で
あ
っ
た
と
す

る
。
本
間
修
平
「
近
世
武
士
裁
判
に
お
け
る
大
目
付
・
目
付
の
役
割
」『
白
門
』
三
五
巻
二
号
（
一
九
八
三
年
）
五
〇
頁
、
六
〇
頁
参
照
。

（
43
）
本
稿
で
は
取
り
上
げ
る
余
裕
は
な
い
が
、
海
軍
、
陸
軍
の
参
座
裁
判
に
は
同
輩
裁
判
と
い
う
側
面
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
44
）「
京
都
府
知
参
事
裁
判
陪
審
被
設
候
儀
ニ
付
御
達
並
伺
」公
文
録
・
明
治
六
年
・
第
百
七
十
五
巻
・
明
治
六
年
九
月
・
司
法
省
伺（
一
）。
尾
佐
竹
は「
司

法
省
が
達
し
た
」 

と
す
る
が
、
名
宛
人
は
「
司
法
省
福
岡
殿
」
と
あ
る
。
ま
た
、
筆
書
き
の
原
文
は
「
質
問
」
で
は
な
く
「
糺
問
」
と
読
め
る
。

（
4（
）
「
京
都
府
知
参
事
裁
判
陪
審
被
設
候
儀
ニ
付
御
達
並
伺
」
公
文
録
・
明
治
六
年
・
第
百
七
十
五
巻
・
明
治
六
年
九
月
・
司
法
省
伺
（
一
）。

（
4（
）
『
井
上
毅
傳　

史
料
篇
』
補
遺
第
一
（
一
九
九
四
年
）
二
八
六
頁
。
な
お
、
井
上
は
「
バ
ラ
ン
ゴ
ー
ル
氏
陪
審
変
遷
論
」
と
出
典
を
示
す
が
、
原

著
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

（
4（
）
同
・
二
九
五
頁
。

（
48
）
前
述
の
よ
う
に
、
明
治
五
（
一
八
七
二
）
年
五
月
に
は
、
太
政
官
留
学
生
と
し
て
ワ
シ
ン
ト
ン
大
学
で
法
律
を
学
ん
で
い
た
児
玉
淳
一
郎
が
建

言
書
を
正
院
に
提
出
し
て
い
た
。
児
玉
は
、
そ
の
「
断
訟
定
獄
之
事
」
に
お
い
て
、「
断
訟
定
獄
に
は
陪
審
官
吟
味
と
称
し
た
る
規
則
を
以
て
御
裁



一
七
八

決
ニ
相
成
度
且
睇
人
証
物
徴
跡
を
以
て
証
拠
を
採
り
従
来
の
拷
問
ハ
御
廃
止
有
之
度
」
と
陪
審
制
の
導
入
と
拷
問
の
廃
止
を
提
言
し
て
い
る
。
そ

う
す
る
こ
と
で
初
め
て
「
諸
外
国
人
我
国
民
同
様
ニ
所
定
す
る
権
を
得
候
ハ
」
領
事
裁
判
所
も
取
り
払
わ
れ
「
堂
々
た
る
独
立
国
の
体
裁
」
を
整

え
る
こ
と
が
で
き
る
と
建
言
し
て
い
る
。
手
塚
・
前
掲
注（
3（
）・
五
〇
頁
参
照
。

（
4（
）
『
治
罪
法
備
攷
』
上
編
一
巻
（
一
八
七
四
年
）
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
拷
問
廃
止
の
翌
年
に
陪
審
が
実
施
さ
れ
、
オ
ラ
ン
ダ
で
は
「
現
ニ
陪
審
ヲ

用
ヒ
ズ
シ
テ
、
而
シ
テ
拷
訊
仍
ホ
用
フ
ル
コ
ト
ヲ
聞
カ
ザ
ル
ナ
リ
」（
一
〇
丁
表
）
と
陪
審
が
拷
問
廃
止
の
た
め
の
必
須
の
条
件
で
は
な
い
こ
と
を

強
調
し
て
い
る
。
利
谷
・
前
掲
注（
4
）・
五
二
一
頁
参
照
。

（
（0
）
普
通
選
挙
も
実
施
さ
れ
て
い
な
い
段
階
で
あ
る
。
ま
た
、
候
補
者
名
簿
の
作
成
に
は
相
当
規
模
の
国
家
予
算
の
み
な
ら
ず
必
ず
地
方
の
協
力
が

必
要
で
あ
り
、
今
日
考
え
る
よ
り
も
大
き
な
障
碍
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

（
（1
）
前
述
の
『
回
覧
実
記
』
と
同
様
の
立
場
で
あ
る
。

（
（2
）
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
（
）・
五
六
頁
。

（
（3
）
「
陪
審
之
儀
并
参
座
規
則
御
達
ニ
付
伺
」
公
文
録
・
明
治
六
年
・
第
百
七
十
八
巻
・
明
治
六
年
十
月
・
司
法
省
伺
（
一
）。

（
（4
）
『
法
令
全
書
』
明
治
六
年
、
八
〇
三
頁
。

（
（（
）
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
（
）・
五
八
頁
。

（
（（
）
牧
英
正
・
藤
原
明
久
編
『
日
本
法
制
史
』（
一
九
九
三
年
）
二
三
九
頁
参
照
。

（
（（
）
同
・
三
二
〇
頁
。
も
ち
ろ
ん
、
実
際
は
、
旧
幕
府
で
相
当
の
身
分
の
あ
っ
た
者
に
つ
い
て
は
、
司
法
卿
が
判
断
し
た
と
い
う
。
尾
崎
三
良
と
井

上
毅
を
茶
化
し
て
新
聞
紙
条
例
違
反
に
問
わ
れ
た
成
島
柳
北
の
裁
判
に
つ
い
て
、
尾
崎
三
良
『
尾
崎
三
良
自
叙
略
伝
』
上
巻
（
一
九
七
六
年
）
一

九
九
頁
参
照
。

（
（8
）
結
局
本
件
は
参
座
が
有
罪
の
判
断
を
し
た
事
件
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
尾
佐
竹
は
「
某
博
士
」
の
誤
解
を
指
摘
す
る
。
尾
佐
竹
・
前
掲
注

（
（
）・
九
四
頁
。
こ
の
某
博
士
と
は
花
井
卓
蔵
で
あ
る
。

（
（（
）
同
・
九
五
頁
。

（
（0
）
同
・
一
一
四
頁
。

（
（1
）
同
・
一
二
七
頁
。

（
（2
）
大
木
源
二
編
『
花
井
卓
蔵
全
伝
』
下
巻
（
一
九
三
五
年
）
一
三
七
頁
。



一
七
九

明
治
初
期
の
陪
審
制
度
論
（
北
井
）

（
（3
）
「
拷
訊
ヲ
廃
シ
陪
審
ヲ
設
ル
ノ
儀
伺
」
公
文
録
・
明
治
七
年
・
第
二
百
二
十
四
巻
・
明
治
七
年
十
二
月
・
司
法
省
伺
（
一
）。

（
（4
）
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
（
）・
一
〇
四
頁
。

（
（（
）
ブ
ス
ケ
は
『
日
本
見
聞
記
─
フ
ラ
ン
ス
人
の
見
た
明
治
初
年
の
日
本
』（
野
田
良
之
・
久
野
桂
一
郎
訳
・
一
九
七
七
年
）
一
巻
一
一
四
頁
で
「
裁

判
役
は
、
被
告
人
の
口
を
開
か
せ
る
た
め
に
、
竹
杖
に
よ
る
殴
打
と
か
い
ろ
い
ろ
な
拷
問
の
方
法
を
用
い
て
い
た
」
と
批
判
的
に
回
想
し
て
い
る
。

な
お
、
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
も
拷
問
の
事
実
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
実
態
に
驚
愕
す
る
の
は
、
翌
年
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

海
外
か
ら
帰
国
し
た
者
た
ち
が
省
内
で
こ
の
よ
う
な
主
張
を
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

（
（（
）
明
治
七
年
八
月
二
五
日
司
法
省
達
一
九
号
「
従
来
罪
囚
推
問
ニ
付
拷
訊
相
用
候
処
万
一
苛
刻
ニ
渉
リ
冤
枉
ニ
陥
候
類
有
之
候
テ
ハ
不
相
済
儀
ニ

付
以
来
拷
訊
ハ
不
相
用
様
可
致
候
」
と
達
し
て
い
た
こ
と
を
指
す
。
但
し
、
こ
こ
で
は
続
け
て
「
尤
推
問
上
差
支
ヲ
生
シ
候
様
之
儀
有
之
候
節
ハ

当
分
相
用
不
苦
候
」
と
必
要
な
ら
ば
当
面
は
拷
問
を
し
て
も
よ
い
と
し
て
い
た
（『
法
令
全
書
』
明
治
七
年
、
一
三
四
八
頁
）。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
、

堀
田
へ
の
拷
問
が
な
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（
（（
）
こ
こ
の
法
的
論
理
は
、
手
が
か
り
は
少
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
現
代
的
な
意
味
で
事
実
認
定
と
法
律
判
断
を
陪
審
と
裁
判
官
が
分
担
す
る
と

い
う
も
の
で
も
、
裁
判
官
を
法
定
証
拠
主
義
か
ら
解
放
す
る
と
い
う
も
の
で
も
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
時
代
の
裁
判
官
は
ア
ン
シ
ャ
ン
レ

ジ
ー
ム
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
裁
判
官
と
は
別
の
意
味
で
「
法
律
の
口
」
で
あ
っ
た
（
指
令
裁
判
の
問
題
は
措
く
）。
裁
判
官
を
縛
っ
て
い
た
法
定
証
拠

で
あ
る
「
口
供
結
案
」
に
「
換
ル
」
も
の
と
し
て
陪
審
の
評
決
調
書
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
、
自
白
調
書
が
な
く
て
も

（
拷
問
し
な
く
て
も
）
判
決
を
く
だ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
陪
審
は
一
体
ど
う
や
っ
て
判
断
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
陪
審
が
拷
問

を
許
可
す
る
と
い
う
方
法
も
あ
る
。
参
座
規
則
の
拷
問
規
定
は
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
で
は
拷
問
廃
止
の
た
め
に

陪
審
を
求
め
る
趣
旨
に
反
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
陪
審
は
証
拠
の
み
に
よ
り
自
由
な
心
証
を
も
っ
て
評
決
が
く
だ
せ
る
と
い
う
方
向
に
進
ま
ざ
る

を
え
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
こ
の
道
を
歩
ん
だ
が
（
所
一
彦
「
刑
事
裁
判
に
お
け
る
信
頼
性
の
問
題
（
二
）」『
立
教
法
学
』
五
巻
（
一
九
六
三
年
）

四
一
頁
、
四
二
頁
参
照
）、
こ
こ
で
為
政
者
は
、
は
た
と
気
づ
く
の
で
あ
る
。
陪
審
（
一
般
国
民
）
に
自
由
が
あ
っ
て
、
裁
判
官
に
自
由
が
な
く
、

被
告
人
も
「
恐
れ
入
ら
な
い
」
裁
判
な
ど
あ
っ
て
よ
い
も
の
か
と
。

（
（8
）
同
年
八
月
井
上
毅
が
「
拷
訊
ヲ
廃
セ
ン
ト
欲
セ
バ
、
先
ツ
口
供
結
案
ヲ
廃
セ
ザ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
抑
々
口
供
結
案
ヲ
廃
止
セ
バ
更
ニ
何
ヲ
以
テ
罪

ヲ
断
セ
ン
」（
井
上
・
前
掲
注（
4（
）・
序
四
丁
裏
）
と
し
な
が
ら
陪
審
の
無
用
を
説
い
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
べ
き
で
あ
る
。
井
上
の
陪
審
否
定

論
は
、
司
法
省
内
で
は
優
勢
を
占
め
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



一
八
〇

（
（（
）
「
拷
訊
ヲ
廃
シ
陪
審
ヲ
設
ル
ノ
儀
伺
」
公
文
録
・
明
治
七
年
・
第
二
百
二
十
四
巻
・
明
治
七
年
十
二
月
・
司
法
省
伺
（
一
）。

（
（0
）
も
と
も
と
、
左
院
が
用
意
し
た
指
令
案
で
は
、「
上
申
之
趣
ハ
先
其
方
法
審
議
ノ
上
採
否
ハ
更
ニ
可
相
達
候
事
。
但
右
方
法
ニ
付
意
見
候
ハ
バ
草

案
具
状
可
致
候
事
」
と
あ
り
、
陪
審
設
置
の
具
体
案
を
示
せ
と
多
少
は
前
向
き
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
国
憲
論
が
持
ち
出
さ
れ
、
大
き
く
後
退

し
た
と
い
え
る
。
明
治
憲
法
制
定
を
見
据
え
、
早
く
も
こ
の
時
期
に
お
い
て
陪
審
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
す
べ
き
事
実
で
あ
る
。
な
お
、

こ
の
時
期
の
左
院
存
続
を
め
ぐ
る
政
治
状
況
に
つ
い
て
は
、
松
尾
正
人
「
明
治
初
期
太
政
官
制
度
と
左
院
」『
中
央
史
学
』
四
号
（
一
九
八
一
年
）

一
三
頁
、
三
一
頁
参
照
。

（
（1
）
西
岡
を
含
む
左
院
視
察
団
が
パ
リ
で
岩
倉
使
節
団
と
交
流
し
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
松
尾
正
人
「
明
治
初
年
に
お
け
る
左
院
の
西
欧

視
察
団
」『
季
刊
国
際
政
治
』
八
一
号
（
一
九
八
六
年
）
一
六
一
頁
参
照
。
な
お
、イ
ギ
リ
ス
に
い
た
尾
崎
三
良
は
ア
メ
リ
カ
で
使
節
団
に
合
流
し
、

使
節
団
と
ほ
ぼ
同
時
に
イ
ギ
リ
ス
に
も
ど
っ
て
い
る
。
尾
崎
・
前
掲
注（
（（
）・
一
三
三
頁
以
下
参
照
。

（
（2
）
明
治
二
〇
年
の
討
論
に
お
い
て
磯
部
四
郎
は
陪
審
導
入
を
主
張
し
な
が
ら
「
重
罪
裁
判
所
に
ハ
三
名
の
判
事
あ
り
て
一
名
ハ
裁
判
長
と
称
し
他

の
二
名
ハ
陪
席
判
事
と
称
せ
り
此
の
陪
席
判
事
と
ハ
則
ち
所
謂
陪
審
の
こ
と
な
り
…
陪
席
判
事
と
ハ
全
く
陪
審
員
の
こ
と
に
し
て
只
其
人
を
撰
む

に
官
吏
よ
り
取
り
た
る
と
人
民
よ
り
取
る
べ
き
か
と
の
区
別
ま
で
に
な
り
居
る
こ
と
ハ
明
白
の
事
な
る
べ
し
」
と
述
べ
て
い
た
。
磯
部
四
郎
「
陪

審
制
に
関
す
る
討
論
筆
記
」
村
上
一
博
編
『
磯
部
四
郎
論
文
選
集
─
日
本
近
代
法
学
の
巨
擘
』（
二
〇
〇
五
年
）
一
〇
頁
。

（
（3
）
具
体
例
は
割
愛
す
る
が
、偽
君
子
が
語
り
そ
う
な
諸
外
国
の
蘊
蓄
を
並
べ
ら
れ
な
が
ら
、社
説
執
筆
者
は
自
身
の
該
博
な
知
識
を
誇
示
し
て
い
る
。

「
州
会
邑
会
」
に
言
及
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
執
筆
者
は
福
地
で
あ
ろ
う
。
福
地
は
、
明
治
一
四
年
の
「
国
憲
意
見
」
で
も
陪
審
制
設
置
を
主
張
し
、

陪
審
に
よ
ら
な
い
裁
判
を
無
効
と
し
て
い
る
。
三
谷
・
前
掲
注（
3
）・
一
一
六
頁
参
照
。
さ
ら
に
、
刑
事
弁
護
人
の
つ
か
な
い
裁
判
も
ま
た
同
様

で
あ
る
と
す
る
。
利
谷
・
前
掲
注（
4
）・
五
六
四
頁
参
照
。

（
（4
）
こ
の
「
日
」
は
日
耳
曼
（
ゲ
ル
マ
ン
）
を
指
す
。

（
（（
）
大
西
林
五
郎
『
日
本
新
聞
販
売
史
』（
一
九
三
一
年
）
五
四
頁
。

（
（（
）
福
地
桜
痴
『
懐
往
事
談　

付
新
聞
紙
実
歴
』（
一
八
九
七
年
）
二
一
七
頁
参
照
。

（
（（
）
本
稿
の
考
察
対
象
を
越
え
る
が
、
愚
民
思
想
を
出
発
点
と
す
る
司
法
参
加
論
・
国
民
教
育
論
は
、
裁
判
に
対
す
る
国
民
の
「
心
服
」
を
強
調
す

る
方
向
性
を
も
有
す
る
。
利
谷
教
授
は
明
治
九
年
か
ら
一
二
年
の
新
聞
を
分
析
し
、「
一
部
の
論
者
に
お
い
て
は
、
陪
審
制
度
を
国
権
の
強
化
手
段

と
す
る
発
想
も
つ
よ
い
」（
前
掲
注（
4
）・
五
三
二
頁
）
と
こ
の
傾
向
を
看
取
し
て
い
る
。
こ
の
発
想
の
お
か
げ
で
、
陪
審
制
度
は
後
に
平
沼
騏
一



一
八
一

明
治
初
期
の
陪
審
制
度
論
（
北
井
）

郎
・
鈴
木
喜
三
郎
ラ
イ
ン
に
も
許
容
・
利
用
さ
れ
、
日
の
目
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
と
も
い
え
る
。
し
か
し
、
陪
審
は
兵
役
と
並
ぶ
臣
民
の
義
務

と
し
て
強
調
さ
れ
る
一
方
で
、
国
家
が
求
め
る
よ
う
な
評
決
が
で
な
い
こ
と
が
わ
か
る
と
、
陪
審
の
辞
退
が
常
態
化
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
陪

審
制
度
の
最
終
期
に
お
け
る
興
味
深
い
教
育
論
争
に
つ
い
て
は
、
北
井
・
前
掲
注（
2
）・
八
八
頁
参
照
。

（
（8
）
「
読
み
聞
け
」
と
指
印
は
今
日
で
も
重
要
で
あ
る
。
裁
判
員
制
度
の
導
入
に
よ
り
、
こ
の
指
印
を
供
述
調
書
の
す
べ
て
の
ペ
ー
ジ
に
押
さ
せ
る
こ

と
も
試
行
さ
れ
た
と
い
う
。
万
一
不
本
意
に
指
印
さ
せ
ら
れ
た
な
ら
ば
、
被
疑
者
の
心
情
は
い
か
ば
か
り
で
あ
ろ
う
か
と
「
架
空
ノ
想
像
」
が
頭

を
よ
ぎ
る
。

（
（（
）
牧
ほ
か
・
前
掲
注（
（（
）・
三
一
六
頁
。

（
80
）
な
お
、
本
稿
で
は
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
こ
の
社
説
は
、
九
月
一
四
日
、
一
五
日
、
一
六
日
と
続
き
、
刑
事
裁
判
の
公
開
と
刑
事
弁
護
人

制
度
を
求
め
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。
執
筆
者
は
わ
か
ら
な
い
が
末
広
の
名
に
言
及
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
末
広
が
書
い
た
も
の
で
は
な
い
。

（
81
）
矢
野
の
勉
学
ぶ
り
に
つ
い
て
は
、
小
栗
又
一
編
『
竜
渓
矢
野
文
雄
君
伝
』（
一
九
三
〇
年
）
一
〇
九
頁
。
こ
の
社
説
に
つ
い
て
は
、
三
谷
・
前
掲

注（
3
）・
一
一
〇
頁
、
利
谷
・
前
掲
注（
4
）・
五
二
五
頁
参
照
。

（
82
）
矢
野
が
主
に
参
照
し
て
い
る
の
は
、「『
ミ
ツ
チ
エ
ル
、
ア
イ
ル
ド
』」
氏
曰
ヘ
ル
コ
ト
有
リ
中
世
英
国
陪
審
ノ
法
律
ニ
不
明
ナ
ル
ヨ
リ
訟
事
判
決

ノ
際
或
ハ
法
官
ノ
差
図
ヲ
仰
ク
者
有
テ
大
ニ
其
威
権
ヲ
損
傷
セ
リ
此
等
ノ
弊
ハ
今
日
ノ
陪
審
ト
雖
モ
尚
ホ
全
ク
脱
除
ス
ル
能
ハ
ス
ト
『
ブ
ラ
ッ
ク
、

ス
ト
ー
ン
』
氏
モ
亦
此
言
ア
リ
」
と
い
っ
た
記
述
か
ら
、
エ
ア
ー
ド
（D

avid M
itchell A

ird

）
の“Blackstone econom

ized” （18（3

）
の
序

文
と
本
文
を
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
他
に
も
、
こ
の
本
以
外
か
ら
の
情
報
と
思
わ
れ
る
記
述
も
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
陪
審
員
が
「
無

罪
ヲ
抗
言
シ
殆
ン
ト
餓
死
ノ
危
境
」
に
達
し
た
事
件
を
紹
介
す
る
が
、
こ
れ
はBushell’s Case 

（1（（0

）
に
関
す
る
記
述
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、

陪
審
取
り
下
げ
の
理
由
書
に
あ
っ
た
「
飲
食
ヲ
与
ヘ
ズ
、
論
并
刻
ヲ
移
ス
ニ
至
レ
バ
飢
渇
ノ
患
ヲ
免
レ
ズ
」
と
い
う
の
は
こ
の
事
件
を
指
す
も
の

と
思
わ
れ
る
。
井
上
の
講
義
ノ
ー
ト
で
は
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
「
旧
法
」
と
さ
れ
て
い
た
が
（
井
上
・
前
掲
注（
4（
）・
二
九
五
頁
）、
理
由
書
で
は

現
行
法
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。 

（
83
）
矢
野
・
前
掲
注（
（
）・
三
二
九
頁
。

（
84
）
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
『
仏
国
治
罪
法
講
義
』（
一
八
七
八
年
）
二
一
頁
。

（
8（
）
同
・
二
七
頁
。

（
8（
）
手
塚
・
前
掲
注（
3（
）・
一
九
頁
参
照
。



一
八
二

（
8（
）
「
改
定
律
例
三
百
十
八
条
改
正
意
見
書
上
奏
・
附
招
承
ニ
服
セ
サ
ル
者
処
断
ノ
儀
司
法
省
伺
」
公
文
録
・
明
治
九
年
・
第
十
四
巻
・
明
治
九
年
一

月
〜
六
月
・
元
老
院
。 

（
88
）
元
老
院
で
は
佐
々
木
高
行
が
「
陪
審
ノ
法
及
ヒ
誓
詞
ノ
制
モ
直
チ
ニ
実
行
ス
ル
能
ハ
ザ
ル
ハ
現
時
行
ハ
ル
ベ
キ
簡
易
ノ
制
ヲ
設
ケ
審
判
ノ
時
情

ヲ
公
然
タ
ラ
シ
ム
ル
ヲ
可
ト
ス
」
と
将
来
の
陪
審
実
施
に
含
み
を
残
す
か
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。『
元
老
院
会
議
筆
記
前
期
第
三
巻
』（
一

九
六
八
年
）
三
一
頁
参
照
。

（
8（
）
拷
問
が
「
制
度
と
し
て
」
廃
止
さ
れ
た
の
は
、
明
治
一
二
（
一
八
七
九
）
年
一
〇
月
八
日
の
太
政
官
布
告
に
よ
る
。

（
（0
）
い
ず
れ
も
明
治
一
二
年
に
提
案
さ
れ
た
が
、
陪
審
は
時
期
尚
早
と
さ
れ
た
。
尾
佐
竹
・
前
掲
注（
（
）・
一
六
二
頁
参
照
。
刑
事
弁
護
権
に
つ
い

て
は
、
椎
橋
隆
幸
「
治
罪
法
制
定
期
前
後
の
刑
事
弁
護
権
」『
一
橋
論
叢
』
七
一
巻
一
号
（
一
九
七
四
年
）
九
九
頁
参
照
。

（
（1
）
「
治
罪
法
草
案
」（
鶴
田
文
書
・
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
）。
起
草
時
期
は
明
治
八
年
五
月
か
ら
明
治
九
年
九
月
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
矢
野
・

前
掲
注（
（
）・
三
五
八
頁
参
照
。
な
お
こ
の
条
文
の
起
草
に
あ
た
っ
て
は
、
箕
作
麟
祥
訳
『
仏
蘭
西
法
律
書　

治
罪
法
』（
一
八
七
五
年
）
が
参
照

さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
三
一
二
条
の
訳
は
次
の
通
り
で
あ
っ
た
。「
第
三
百
十
二
条　

陪
審
皆
帽
ヲ
脱
シ
立
チ
並
ヒ
タ
ル
上
ニ
テ
上
席
人

陪
審
ニ
向
ヒ
左
ノ
語
ヲ
述
フ
可
シ　

汝
等
此
度
被
告
人
某
ノ
受
ケ
タ
ル
罪
犯
申
立
ヲ
懇
切
ニ
注
意
シ
テ
審
カ
ニ
取
調
へ
被
告
人
ノ
権
利
並
ニ
其
罪

犯
ヲ
申
立
タ
ル
国
民
ノ
権
利
ヲ
損
害
ス
ル
コ
ト
ナ
ク
且
汝
等
決
断
ヲ
為
ス
ニ
至
ル
迄
ハ
人
ト
調
ヲ
参
フ
可
カ
ラ
ス
愛
憎
畏
懼
ノ
心
ヲ
生
ス
可
カ
ラ

ス
悉
サ
ニ
罪
犯
ノ
告
訴
ト
被
告
人
ノ
答
弁
ト
ヲ
聴
キ
以
テ
自
主
ノ
権
ア
ル
正
直
ノ
人
ニ
適
ス
ル
公
平
誠
実
ノ
意
ヲ
以
テ
汝
等
ノ
本
心
ト
其
心
ニ
思

込
タ
ル
所
ト
ニ
従
ヒ
決
断
ヲ
為
ス
可
キ
事
ヲ
天
ト
人
ト
ニ
対
シ
盟
約
ス
可
シ　

上
席
人
此
語
ヲ
述
ヘ
終
リ
タ
ル
後
陪
審
ヲ
一
人
毎
ニ
其
面
前
ニ
呼

寄
セ
然
ル
後
陪
審
手
ヲ
挙
ケ
余
之
ヲ
盟
フ
ト
答
フ
可
シ
若
シ
陪
審
其
盟
ヲ
為
サ
サ
ル
時
ハ
其
決
断
ノ
効
ナ
カ
ル
可
シ
」。

（
（2
）
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
・
前
掲
注（
84
）・
二
四
〇
頁
。
実
際
の
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
る
規
定
の
長
さ
は
こ
の
比
で
は
な
い
。
矢
野
・
前
掲
注（
（
）・
三

四
〇
頁
参
照
。

（
（3
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
金
子
堅
太
郎
の
証
言
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
三
谷
教
授
は
、
河
津
祐
之
か
沼
間
守
一
か
ら
の
伝
聞
と
推
定
す
る
。
三
谷
・
前

掲
注（
3
）・
九
七
頁
参
照
。
あ
る
い
は
、
太
田
峰
三
郎
が
神
田
の
古
本
屋
で
入
手
し
、
金
子
が
譲
受
け
た
も
の
の
関
東
大
震
災
で
焼
失
し
た
「
元

老
院
ノ
取
調
書
類
」
六
冊
に
そ
れ
ら
し
き
規
定
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
金
子
堅
太
郎
「
帝
国
憲
法
制
定
ノ
由
来
」
国
家
学
会
編
『
明
治
憲

政
経
済
史
論
』（
一
九
一
九
年
）
五
三
頁
。
一
度
は
陪
審
論
を
説
い
た
金
子
が
、
こ
の
書
類
の
記
述
を
見
逃
す
と
も
思
え
な
い
。

（
（4
）
磯
部
四
郎
「
陪
審
制
度
を
要
す
る
実
例
」、
村
上
・
前
掲
注（
（2
）・
三
七
三
頁
。
初
出
は
明
治
四
三
（
一
九
一
〇
）
年
の
『
刑
事
法
評
林
』
二
巻



一
八
三

明
治
初
期
の
陪
審
制
度
論
（
北
井
）

一
二
号
。

（
（（
）
こ
こ
で
磯
部
は
民
権
論
者
の
よ
う
に
一
般
国
民
の
常
識
を
信
頼
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
陪
審
裁
判
に
な
れ
ば
、
少
な
く
と
も
法
律
に
は
縛

ら
れ
ず
、
武
家
の
常
識
も
斟
酌
さ
れ
る
（
は
ず
）
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
（（
）
井
上
毅
『
治
罪
法
備
攷
』
下
編
三
巻
（
一
八
七
八
年
）
四
五
丁
表
。

（
本
学
法
学
部
教
授
）


